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１ 広域化の背景及びこれまでの経緯 

  

（１）広域化の背景 

 ①人口の減少と高齢化 

  本県の人口は、非常に速いペースで減少を続けており、令和 5 年（2023 年）

10 月 1 日には、約 91万 3 千人となっていますが、今後、さらに減少が進み、

令和 32 年（2050 年）には、およそ 56 万人にまで減少するものと推計されて

います。これに伴い、消防本部の管轄人口も減少を続け、ますます消防本部

の小規模化が進むとともに、市町村の行財政運営も一層厳しくなることが予

想されます。 

また、同時に進行する高齢化の影響による、生産年齢人口の割合の減少か

ら、消防職員の確保が困難になることが懸念されますが、救急需要は増大す

る可能性があります。 

②消防を取り巻く環境の変化 

  人口減少により、一般的に現在の各消防本部の管轄人口も減少し、消防本

部の小規模化がより進むと同時に、生産年齢人口の減少を通じた財政面の制

約や人材確保についてもより厳しくなるものと考えられます。 

また、高齢化の進行に伴い、自力避難困難者の増加により予防業務の重要

性が増しているほか、救急需要拡大により、消防力の強化が必要です。 

加えて、激甚化・頻発化する自然災害等への警戒や、大規模災害の発生に

備え、住民の生命、身体及び財産を保護するための消防体制を確保すべき必

要性が高まっています。また、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、消防体

制を改めて検討しておく必要性も高まっています。 

消防防災分野においても、災害対応ドローン等の高度な機器の導入・運用

をはじめ、各分野でＤＸを進めることが求められています。 

③小規模消防本部の体制 

  管轄人口の少ない小規模な消防本部では、出動体制や施設設備の確保等に

限界があり、組織運営や財政基盤の面でも厳しさが指摘されるなど、消防の

体制としては必ずしも十分とはいえません。これを克服し、将来にわたって

消防の責務を果たしていくため、消防力の維持・強化を図っていくことが必

要です。 

 

（２）消防組織法の改正及び広域化に関する基本指針の策定 

 国では、消防の広域化により、管理運営や行財政上の様々なメリットを実現

し、消防力の維持・強化を図ることが必要であるとし、平成 18 年に、都道府県

の役割の明確化と、市町村における十分な議論を確保するための関係者の議論

第１ 市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項 
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の枠組みの創設を内容とする消防組織法の改正及びこれに基づく「市町村の消

防の広域化に関する基本指針」（以下「基本指針」という。）の策定を行いまし

た。 

 この中で、都道府県は、平成 19年度までに消防広域化推進計画を策定するこ

ととされ、市町村は、平成 24 年までに広域化を実現することとされました。そ

の後、基本指針の改正により、広域化の期限は令和 6 年 4 月 1 日に延長されま

した。 

 

（３）広域化に関する基本指針の改正 

 こうしたことを受け、全国で市町村消防の広域化への取組が進められました

が、国では、令和 6 年 3月、管轄人口 10 万人未満の小規模な消防本部が全体の

6 割を占めることなどから、広域化の進捗は十分とは言えず、小規模消防本部

が抱える課題は依然として克服されていないとし、基本指針の改正を行い、広

域化の推進期限は令和 11 年 4 月 1 日に延長されました。 

 この中では、これまで取り組んできた小規模消防本部の体制強化に加え、大

規模災害や、感染症に備えた体制整備、ＤＸの進展への対応を課題として位置

付けたほか、地域の核として広域化の検討を主導する「中心消防本部」を推進

計画に定めることができるものとし、都道府県においては、推進計画の再策定

を行うよう努めることとされました。 

 

（４）市町村の消防の連携・協力 

 国は、平成 29年 4 月に「市町村の消防の連携・協力に関する基本指針」を策

定し、広域化を積極的に進める一方で、直ちに広域化を進めることが困難な地

域においても必要となる消防力を確保・充実していくため、消防事務の性質に

応じて事務の一部について連携・協力を推進することが必要であるとし、その

推進方策や具体例等を示しました。 

 また、令和 6 年 4 月 1 には、都道府県において、高機能消防指令センターの

共同運用等について幅広い視野で検討を行い、連携・協力対象となる市町村を

推進計画に定めること、及び連携・協力の推進期限を、消防の広域化の推進期

限を踏まえ、令和 11 年 4月 1 日とすることなどを内容とする指針の改正を行い

ました。 

 

（５）本県におけるこれまでの取組 

 本県では、平成 20年 3 月に「秋田県消防広域化推進計画」を策定し、3 回の

計画年度を通して消防の広域化の推進に取り組み、協議が行われてきました。 

 しかしながら、広域化後の消防の運営方式や経費負担等の課題が解消されず、

広域化は実現していません。 
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      【前回計画に基づく広域化が進まなかった主な理由】 

■広域化のメリットについて 

・同時に検討を進めていた消防無線のデジタル化が完了してしまうなど、

広域化のメリットが見出せない。 
・広域化後の管轄では、山（沢）を越えて出動しなければならないケース

が想定されるなど、具体的メリットが感じられない。 
■広域化後の運営方式について 

・一部事務組合方式はコスト（議会費、事務局費）がかかるのではないか。 
・一部事務組合方式ではなく、行政の簡素化、費用、意思決定の迅速性の

観点から事務委託方式とすべき。 
・事務委託方式では、委託側市町村（首長）の意向が反映されにくく、一

部事務組合方式とすべき。 
■広域化後の負担金について 

・広域化前よりも負担金が増額となる市町村がある。 
・一部の消防本部の庁舎老朽化に伴う建て替え費用等について、既に建て

替えていた他の構成市町村において、更なる負担が必要となる。 

 

 ２ 本計画の位置づけ及び計画期間 

   

（１）本計画の位置づけ 

 市町村の消防が、将来にわたり県民の安全・安心を守るための消防力の維持・

強化を図るためには、消防の連携・協力を進めるとともに、その効果や実績を

踏まえた消防の広域化が必要であることから、県は、国の基本指針の改正を踏

まえ、関係市町村間の合意形成や調整、課題解決のための支援等について積極

的な役割を果たし、自主的な市町村の消防の広域化の推進に取り組むことを目

的に本計画を策定するものとし、広域化に係る検討のため、令和 11 年度までに

取り組むべき事項についての基本的な方針を定めるものとします。 

 

（２）本計画に定める事項 

 本計画では、消防の広域化を計画的かつ円滑に進めるため、消防組織法第 33

条に基づき、次の事項について定めるものとします。 

①自主的な市町村の消防の広域化に関する基本的な事項 

②市町村の消防の現況及び将来の見通し 

③広域化対象市町村の組合せ及び「中心消防本部」 

④自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な事項 

⑤広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項 

⑥市町村の防災に係る関係機関相互の連携の確保に関する事項 
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（３）計画の期間 

 本計画の期間は、令和 7 年度から令和 11 年度までの 5 か年とします。 
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 １ 市町村の消防の現況 

  

（１）現在の消防体制 

 本県の消防は、昭和 23 年の消防組織法の施行と同時に、秋田市、大館市、横

手市、角間川町、24 年に本荘市、角館町、六郷町、男鹿市、五城目町、能代市、

25 年に湯沢市、30年に鷹巣町で消防本部が設置されました。その後、一部事務

組合方式や事務委託方式により消防の広域化が進められ、現在では、13 消防本

部（単独 7「事務委託 1 を含む」、一部事務組合 6）が設置され、全ての市町村

において常備消防体制が確立されています。 

 各消防本部の管轄人口は、30 万人以上が 1 消防本部、10 万人以上 30 万人未

満が 1 消防本部、10 万人未満の消防本部が 11 消防本部（うち 5 万人未満が 6

消防本部）であり、管轄人口 10 万人未満のいわゆる小規模消防本部が多数を占

めています。管轄面積は、それぞれ約 121 ㎢から 2,128 ㎢となっており、平均

では約 893 ㎢となっています（表 1）。 

 消防吏員数については、令和5年4月1日現在、全ての消防本部の合計で2,055

人となっています。5 消防本部で消防吏員数が 100 人を下回っており、このう

ち 1 消防本部では 50 人以下となっています。 

 これらを消防吏員 1 人当たりで見てみると、管轄面積は約 5.7 ㎢、管轄人口

はおよそ 470 人となっています。 

            表 1 県内消防本部の概要        

消防本部 設置年月 管轄人口（人） 管轄面積（㎢） 消防吏員数

（人） 

秋 田 市 昭和２３年３月 307,672       906.1 430 

横 手 市 昭和４７年４月  85,555   692.8 169 

大 館 市 昭和４８年４月  69,237 913.2 120 

由 利 本 荘 市 平成１７年３月  74,707 1,209.6 187 

北 秋 田 市 昭和４７年５月  32,261 1,409.5  94 

に か ほ 市 平成１７年１０月  23,435   241.1  60 

五 城 目 町 昭和２４年９月   8,538   214.9  28 

湯 沢 雄 勝 広 域 市 町 村 圏 組 合 昭和４６年４月  58,620 1,225.4 156 

能 代 山 本 広 域 市 町 村 圏 組 合 平成１８年３月  74,695 1,191.2 209 

大 曲 仙 北 広 域 市 町 村 圏 組 合 昭和４７年４月 120,880 2,128.7 293 

鹿 角 広 域 行 政 組 合 平成６年６月  33,868 909.2  91 

男 鹿 地 区 消 防 一 部 事 務 組 合 昭和４８年６月  49,321    452.6 150 

湖 東 地 区 行 政 一 部 事 務 組 合 昭和４６年４月  20,713      121.2  68 

合  計  959,502 11,615.5 2,055 

  ※管轄人口は令和 2 年 10 月 1 日現在、管轄面積は令和 6 年 1 月 1 日現在、消防吏員数は令和 5 年 4 月 1 日現在 

    出典：消防年報（総務省消防庁）、全国都道府県市区町村面積調（国土地理院）、国勢調査（総務省） 

第２ 市町村の消防の現況と将来見通し 
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 本県の消防力を国が定める消防力の整備水準である「消防力の整備指針」に

照らした施設設備等の充足率で見ると、消防車両については、消防ポンプ自動

車（署所管理分）99.0％、はしご自動車 84.6％、化学消防車 88.2％、救助工作

車 88.9％、救急自動車 101.3％となっているほか、消防水利 72.1％、消防職員

78.9％となっています（表 2）。 

 

              表 2 消防力の整備水準        

項 目 
消防ポンプ 

自 動 車 

はしご 

自動車 

化 学 

消防車 

救 助 

工作車 

救 急 

自動車 
消防水利 消防職員 

整備済 103 台 11 台 17 台 16 台 76 台 18,600 基 2,086 人 

充足率 99.0％ 84.6％ 88.2％ 88.9％ 101.3％ 72.1％ 78.9％ 

 出典：令和４年度消防施設整備計画実態調査（速報値）（消防庁） 

 

 各市町村の消防活動に係る経費である消防費歳出決算額は、令和 4 年度の全

ての市町村の合計額でおよそ 225 億円となっており、近年、ほぼ横ばいに近い

状況となっています。これを、住民 1 人当たりの金額で見ると、全ての市町村

の平均で約 24 千円となっており、市町村別では、約 15 千円から約 70 千円と大

きな開きがあります（表 3）。 

 

          表 3 市町村の歳出消防費決算額（令和 4 年度）    

市 町 村 決 算 額（千円） 住民1人当たり（円） 市 町 村 決 算 額（千円） 住民1人当たり（円） 

秋 田 市 4,477,472  14,775  小 坂 町 227,300  49,683  

能 代 市 1,157,987  24,102  上小阿仁村 135,685  70,891  

横 手 市 1,723,168  20,891  藤 里 町 148,192  54,522  

大 館 市  1,302,787  19,459  三 種 町 575,223  39,841  

男 鹿 市   894,957  37,698  八 峰 町 351,994  56,847  

湯 沢 市  1,224,826  30,449  五 城 目 町 309,932  38,160  

鹿 角 市   831,416  29,923  八 郎 潟 町 223,751  41,706  

由利本荘市  1,934,007  26,671  井 川 町 152,292  34,738  

潟 上 市   880,779  28,142  大 潟 村 163,216  56,379  

大 仙 市  1,683,328  22,448  美 郷 町 513,755  28,869  

北 秋 田 市  1,461,689  50,886  羽 後 町 402,633  30,728  

に か ほ 市   703,697  31,136  東 成 瀬 村 166,600  64,599  

仙 北 市   825,825  35,210  合  計  22,472,511 24,166 

 出典：市町村別決算状況（総務省）、秋田県の人口と世帯（秋田県） 

 

（２）消防需要の動向 

 火災発生件数について、令和 4 年は 314 件であり、平成 24 年に比較しておよ

そ 19％減少するなど、近年、減少傾向にあります。
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　　人口：19,969

にかほ市
　職員数：66
　　団員：430
　　人口：23,047

由利本荘市
　職員数：193
　　団員：1,425
　　人口：72,753

能代山本広域市町
村圏組合
職員数：209
・能代市
　　団員：629
　　人口：49,353
・三種町
　　団員：405
　　人口：15,020
・八峰町
　　団員：244
　　人口：6,473
・藤里町
　　団員：99
　　人口：2,899
【合計】
　　団員：1,377
　　人口：73,745

湯沢雄勝広域市町村圏組合　
職員数：156

・湯沢市
　　団員：1,417
　　人口：41,479
・羽後町
　　団員：379
　　人口：13,642

・東成瀬村
　　団員：154
　　人口：2,392
【合計】
　　団員：1,950
　　人口：57,513

横手市
　職員数：170　
　　団員：2,073
　　人口：84,294

大曲仙北広域市町村圏
組合
職員数：293
・大仙市
　　団員：1,070
　　人口：76,537
・仙北市
　　団員：461
　　人口：24,100
・美郷町
　　団員：313
　　人口：18,189
【合計】
　　団員：1,844
　　人口：118,826

秋田市
職員数：431　　
　団員：1,564　
　人口：300,470

北秋田市
職員数：99
　団員：576　　
　人口：29,339
【受託】
・上小阿仁村
　　団員：71　　
　　人口：2,029

大館市
職員数：128
　団員：853
　人口：68,083

鹿角広域行政組合
職員数：93
・鹿角市
　　団員：749
　　人口：28,473
・小坂町
　　団員：114
　　人口：4,688
【合計】
　　団員：863
　　人口：33,161

五城目町
職員数：28
　団員：155
　人口：8,369

目次へ戻る
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 また、火災による死者数は、令和 4 年は 24 人となっており、平成 24 年と比

較して 20％増加しています（図 1）。 

 

              図 1 火災発生の状況   

 

 救急出動件数について、令和 4 年の出動総数は 45,945 件となっており、平成

24 年に比較しておよそ 23％増加しています。このうち、最も大きな割合を占め

る急病による出動件数は、令和 4 年で 32,775 件であり、平成 24 年に比較して

およそ 16％増加しています。 

 救急搬送者数について、令和 4 年の搬送者総数は 42,283 件となっており、平

成 24 年に比較しておよそ 15％増加しています。このうち、65 歳未満の搬送者

数が減少傾向である一方で、65 歳以上の搬送者数がおよそ 32％増加しています。 

 救助出動件数について、令和 4 年は 687 件となっており、平成 24 年に比較し

ておよそ 13％減少しています。（図 2、図 3）。 

 

             図 2 救急出動の状況 
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出典：救急・救助の現況（総務省消防庁） 

出典：消防防災年報（秋田県） 
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             図 3 救助出動の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（３）消防需要の多様化への対応 

 近年、大規模災害の発生時に広域的な救助活動などを行う緊急消防援助隊と

しての出動機会が増加しているほか、平成 24 年から開始したドクターヘリの運

航への対応など、災害の大規模化・激甚化や社会環境の変化、住民ニーズの多

様化などを受けた様々な消防需要への対応が求められています。 
 

 ２ 市町村の消防の将来見通し 

 

（１）人口の減少と高齢化の進展 

 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の都道府県別将来推計人口（平成 30 

年推計）」によると、本県の人口は、令和 2 年（2020 年）に比較して、令和 17

年（2035 年）にはおよそ 21％、令和 32 年（2050 年）にはおよそ 42％減少する

ものと推計されており、管轄人口がおよそ56％減少する消防本部もあります（図

4、図 5）。 
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出典：救急・救助の現況（総務省消防庁） 
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 また、本県の高齢化率は、令和 6 年（2024 年）7 月 1 日現在で 39.7%となっ

ています。市町村別では、既に 14 の市町村で高齢化率が 40％を超え、うち 5

つの町村では 50％を上回っています。今後、高齢化は一層進行し、令和 32 年

（2050 年）には、本県の高齢者の割合は 50％になるものと推計されています（図

6）。 

 高齢化の進展により、一般に搬送率が高いとされる高齢者を中心に、救急搬

送に対する需要が引き続き高まるほか、災害時要配慮者の増加などを通じて災

害対応の一層の充実が求められる一方で、近い将来、高齢者数も減少に転じる

ことが予想されており、こうした需要も徐々に減少していくものと考えられま

す。 
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図６ 秋田県の高齢化率 

出典：日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）、住民基本台帳人口（総務省） 
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出典：秋田県の人口と世帯（秋田県）、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）、 

      住民基本台帳人口（総務省） 
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（２）厳しさを増す財政状況 

 人口の減少は、市町村財政にも大きな影響を与えるものと考えられています。

地方交付税は市町村の主要な財源の一つですが、この算定の基礎となる消防費

に係る基準財政需要額について、令和 32 年（2050 年）の推計人口に基づく試

算では、令和 4 年度の基準財政需要額に比較し、いくつかの市町村では 50％を

上回る減少となるなど、財政状況はかつてない厳しい状況となる可能性があり

ます。※     
         ※平成 29 年度の普通交付税需要算定式に基づき、社会保障・人口問題研究所の将来推計人口を用いて推計 

 

（３）消防力の維持・強化の必要性 

 災害の大規模化・頻発化、ＮＢＣ災害やテロなどを含む災害の多様化、住民

ニーズの多様化、高度な救急救命業務に対する期待の高まりに応えていくため、

消防の役割はますます重要になり、高度で専門的な対応と消防体制の一層の強

化が求められるものと考えられます。 

 人口の減少や高齢化の進行により、市町村の財政運営が一層厳しくなること

が予想される中、住民の生命・身体、財産を守る消防の責務を果たしていくた

めには、10～20 年後の消防の姿を見通し、消防の広域化や連携・協力を通じた

消防力の維持・強化のための方策を検討していく必要があります。 
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 １ 連携・協力の必要性 

 人口減少の進行など社会経済状況が変化するとともに、災害が大規模化・頻発化、

多様化する中で、必要となる消防力を維持・強化するためには、複数の消防本部間

の連携・協力を推進することが重要です。 

 国においても、広域化の実現になお時間を要する地域では、消防事務の性質に応

じて事務の一部について柔軟に連携・協力することにより、消防力の強化に効果が

あるとしており、直ちに広域化を進めることが困難な地域においても、消防力を確

保・充実していくため、連携・協力を推進することが必要であるとしています。 

 このため、本県においても、連携・協力の推進が将来の広域化につながるもので

あるとの認識の下、地域の実情に応じて、できるところから連携・協力を積極的に

推進することが必要となっています。 

 
 ２ 連携・協力の内容や対象となる市町村、期待される効果 

  

（１）連携・協力の内容や対象となる市町村 

 連携・協力は、災害の特性や消防需要、地形の状況など、地域の実情に応じ

て、その実施内容や方法を検討していくことが重要です。 

 連携・協力の具体的な内容としては、高機能消防指令センターの共同運用、

消防用車両の共同整備、高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予

防業務における連携・協力、専門的な人材育成の推進、応援計画の見直し等に

よる消防力の強化などが挙げられます。  

 とりわけ、高機能消防指令センターの共同運用については、広域化につなげ

る効果が特に大きいことから、実施に向けた準備を進めるとともに、その他の

連携・協力と合わせ、全ての市町村を対象に、協議・検討を進めることとしま

す。 

 
（２）期待される効果 

 連携・協力には、災害対応能力の向上、施設整備・維持管理に係る経費の効

率的な配分、人員の効率的な配置・現場要員の増強、人事交流による職員の能

力や意欲の向上といった効果が期待されます。 

  

 （連携・協力の効果） 

①指令の共同運用 

  整備・維持管理費用の節減、情報の一元的な把握、効率的な部隊運用 

②消防用車両の共同整備 

  購入費・維持管理費の効率化、災害対応能力の向上 

  ③高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業務における連携・協力 

    ノウハウの共有や職員の知識・技能の向上 

第３ 消防の連携・協力の推進 
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  ④専門的な人材育成の推進  

 中核的本部が他消防本部から研修のための職員を受け入れることによる

専門的な人材の育成 

  ⑤応援計画の見直し等による消防力の強化 

 応援計画の見直しや訓練の共同実施、車両・資機材の配備調整による   

災害対応能力の強化 

 

（３）高機能消防指令センターの共同運用の推進 

 高機能消防指令センターの共同運用は、機器の整備や維持管理に係る経費の

節減、情報の一元的把握による効果的・効率的な応援体制の確立、いわゆる直

近指令※やゼロ隊運用※などの高度な運用による効果的・効率的な部隊運用など

が可能となるといった効果が期待されており、共同運用の規模が大きいほど効

果が大きいとされています。 

 このため、国も共同運用の規模について、原則、全県一区としていることか

ら、本県においても、共同運用の効果に係る検証等を踏まえ、段階的な実施を

含め、全県一区での共同運用について協議・検討を行い、令和 18 年度の共同運

用開始を目指すものとします。 

 

※直近指令 

  消防本部の管轄地域に関わらず、現場に最も早く到着できる隊に自動的に出動指令を行うこと。 

※ゼロ隊運用 

  出動可能な隊がなくなった場合に、他の消防本部の隊に自動的に出動指令を行うこと。 

 

  （４）県の支援及び連携・協力実施計画の作成 

 県は、高機能消防指令センターの共同運用をはじめとした消防の連携・協力

について、市町村の自主的かつ多様な取組を尊重しながら、連携・協力に係る

調整や情報提供、その他の必要な支援を行うこととします。 

 市町村が消防の連携・協力を行おうとするときは、連携・協力の円滑な実施

を確保するため｢連携・協力実施計画｣を作成する必要があります。 
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 １ 広域化の必要性 

 消防は、災害や事故の多様化・大規模化、住民ニーズの多様化等の消防を取り巻

く環境の変化に的確に対応し、今後とも住民の生命・身体及び財産を守る責務があ

ります。 
 しかしながら、本県では、今後、更に人口減少が進み、市町村の財政状況が一層

厳しくなることが予想される中で、将来にわたり、必要な消防力を維持・強化して

いくことが困難になることが懸念される状況にあります。 
 このため、行財政運営上の様々なメリットを着実に実現し、住民の生命・身体及

び財産を守る消防力の維持・強化につながる広域化を推進する必要があります。 
 

 ２ 広域化のメリット 

 これまでに広域化が行われた例などによると、消防の広域化には、地域の状況に

応じた消防力の維持・強化などによる、住民サービスの向上につながる、次のよう

な効果があるとされています。 

 

 ①初動消防力、増援体制の充実 

 広域化により、市町村の境界を越えて出動することが可能となり、初動の  

出動台数の充実が図られるとともに、統一的な指揮のもとで応援体制の強化を

図ることが可能となります。 

 ②現場到着時間の短縮 

 市町村の境界に関わらず、直近の消防隊・救急隊が現場に直行することが可

能となる場合があり、現場到着時間の短縮が図られます。 

 ③予防業務・救急業務の高度化・専門化、計画的な研修の実施 

 他業務との兼務が不要となることで、専任での配置・増員が可能となり、専

門性の強化が図られるほか、非番出動の機会も減らすことができます。 

   また、旧消防本部の枠にとらわれることなく、必要な職員に幅広く研修を受

けさせることが可能となるほか、小規模消防本部では困難であった研修につい

ても、積極的に受けさせることができるようになります。 

 ④高度な消防設備・施設等の整備       

 小規模な設備等については、それぞれが整備・保有しつつ、高度な車両や資

機材については、共同で一元的に整備することで、設備等の高度化が図られる

とともに、効率的な運用が可能となります。 

⑤救急搬送における対応の統一化・標準化 

 消防本部によって救急搬送における対応が異なる場合には、医療機関との調

整等が必要となることがありますが、広域化により対応の標準化・統一化が図

られます。 

 

 

第４ 将来の広域化のあり方 
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 ３ 広域化の方向性及び進め方 

  

（１）広域化の方向性 

 国の基本指針では、広域化の規模について「消防本部の規模が大きいほど火

災等の災害への対応能力が強化されることになり、また、組織管理、財政運営

等の観点からも望ましい」とされており、人口減少や高齢化の進展、厳しい財

政状況をはじめとした社会状況の変化、消防需要の見通し等を考慮するととも

に、地理的条件やこれまでの経緯等を踏まえながら、将来にわたる消防力の維

持・強化につながるスケールメリットを十分に得ることができる規模で広域化

を実施する必要があります。 

 また、広域化は、消防署所の統廃合や消防職員の削減を目的とするものでは

なく、スケールメリットを効果的に実現し、消防力の維持・強化につながる形

で実施されることが重要です。 

  本県の人口は、令和 32 年（2050 年）には約 56 万人にまで減少するものと考

えられており、各消防本部の管轄人口も、現在と比較し、ほとんどの消防本部

で 4～6 割減少し、2 万人未満が 5 消防本部、2 万人以上 5 万人未満が 5 消防本

部となるものと考えられます。このような中で、これからの消防に求められる

消防力、組織体制、財政規模等を確保するためには、相当程度の規模での広域

化を目指す必要があり、国では「全県一区」が理想的な消防のあり方の一つで

あるとしているところです。 

  広域化の検討に当たっては、地域の実情や連携・協力の状況、施設設備の整

備・更新時期等を踏まえ、小規模消防本部においてのみならず、広域化に当た

り中核となる大規模な消防本部においても、広域化のメリットの実現と懸念の

解消がなされるよう、十分留意する必要があります。 

 

（２）広域化対象市町村 

 ①広域化対象市町村 

広域化のメリットが最も大きいとされる「全県一区」を将来のあるべき姿

の一つとしながら、広域化対象市町村の組み合わせとして、全ての市町村を

検討対象としますが、他の組み合わせや一部の市町村による広域化の可能性

も十分考慮し、広域化の時期も含め、協議・検討を進めることとします。 

 

   ②消防広域化重点地域の指定 

  自主的な市町村の消防の広域化を着実に推進するため、国及び県が優先 

的に支援を行う地域を「消防広域化重点地域」として指定し、公表すること

とします。 

 県は、令和 6 年 12 月 25 日に以下のとおり消防広域化重点地域の指定を行

いました。 
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・指定地域 

男鹿市、潟上市、八郎潟町、井川町及び大潟村（男鹿地区消防一部事務組

合消防本部及び湖東地区行政一部事務組合消防本部） 

 

・指定の理由 

      令和 6 年 7月 1 日男鹿・湖東地区消防広域化協議会が設立されたため 

 

   ③中心消防本部の指定 

    ・上記消防広域化重点地域にあって、核となり広域化の検討を主導する消防

本部として男鹿地区消防本部を「中心消防本部」に指定します。 

 

（３）広域化の進め方 

 広域化については、その主体であり最終的な責任を負う市町村の意向を最大

限踏まえながら、協議・検討を進めることとします。 

 また、円滑な広域化の推進のため、高機能消防指令センターの共同運用をは

じめとした連携・協力の効果や進捗等について、協議・検討に反映させること

とします。 

 

４ 広域化の推進に係る留意事項 

 

（１）広域化に対する住民等の懸念や課題 

 広域化については、住民等の間で、管轄区域が大きくなることにより周辺地

域となり、消防力が低下したり、市町村との関係が希薄化するのではないか、

また、大規模な消防本部からは消防力が流出するのではないか、といった懸念

や課題が生じる可能性があります。 

 他県において、既に広域化を行った例では、これまで、一部地域での消防力

の低下や市町村との関係の希薄化といった事実は認められていませんが、本県

においてもこのような懸念や課題について、県、市町村、消防本部等が十分に

協議・検討を行うとともに、これらの解消・解決につながるよう、住民等に対

する丁寧な説明や情報提供等に努めるものとします。 

 

             広域化に対する懸念や課題 

・広域化のメリットがわかりにくい。 
・管轄エリアが広くなり、地域や住民と市町村・消防のつながりが薄れるので

はないか。 
・地理に不案内な職員が配置されることにより、きめ細かな消防運営に支障が

出るのではないか。 
・市町村の関係部局や消防団との連携に課題が生じるのではないか。 
・中核となる本部から消防力・職員が流出し、質の低下を招くのではないか。 
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（２）本県独自の事情等を勘案した効果の検証 

 消防の連携・協力や広域化は、地形や道路事情、人口、施設・建物の状況な

ど本県独自の事情により、必ずしも十分な効果が見込めなかったり、デメリッ

トが生じる可能性もあります。 

 このため、効果の検証を行いながら、連携・協力や広域化の推進に係る検討・

協議を進める必要があります。 

 

（３）防災や医療に係る関係機関との連携の確保 

 消防事務は最も基本的な住民サービスの一つであり、連携・協力や広域化を効

果的かつ円滑に進めていくためには、防災や医療など幅広い関係機関との緊密な

連携が必要となります。 

 このため、市町村の防災・国民保護担当部局や消防団、医療機関等と情報共有

を図るほか、内容や進め方等の協議・検討への参画を求めるなど、必要な連携の

確保を図ります。 
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 １ 広域化を推進するための体制 

 県は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、市町村相互間における必

要な調整及び情報提供その他の必要な援助等を行うものとされています（消防組織

法第 33 条）。 

 これを踏まえ、県は、広域化の着実な実現に向け、市町村、消防本部等との協議

に積極的に関与していくとともに、情報提供や普及啓発、調査研究を行うなど、広

域化の実現に向けた取組を積極的に支援します。 

   

 ２ 県の支援 

 

（１）住民及び関係者に対する情報提供、普及啓発等 

 広域化を進めるに当たっては、消防サービスの提供を受ける県民や関係機関

等が、その必要性やメリットについて十分に理解し、コンセンサスを得ていく

ことが重要です。 

 このため、県の広報紙やウェブサイト等に広域化の進め方やメリット等を掲

載するほか、様々な機会を捉え広域化に関して説明を行うなど、広く県民等に

対する情報提供、普及啓発に努めます。 

 

（２）各市町村に対する情報提供、相談対応体制の確保等 

 県は、広域化の推進に関する制度や先進事例、広域化に当たっての留意事項

等について、積極的に情報を収集するとともに市町村に情報提供を行い、広域

化のための市町村の取組の促進を図ります。 

 また、県は、広域化の推進に係る事務手続きや制度、課題等に関する市町村

からの相談への対応等の支援を行います。 

 

（３）関係市町村間の協議の積極的な推奨、仲介、調整等 

 県は、広域化対象市町村の全部又は一部から求めがあったときは、市町村相

互間における必要な調整を行う（消防組織法第 33 条）ほか、市町村等と共同で

広域化の推進に係る協議の場を設置するとともに、積極的に協議に参画し、必

要な仲介、調整等を行うこととします。 

 また、県は、国の支援制度の拡充や指導・助言、課題解決のための制度等に

ついて、必要に応じ国に対する要望等を行うこととします。 

 

（４）広域化に関する調査研究 

 県は、必要に応じ、先進事例における広域化の効果や課題の調査、国の事業

を活用した調査研究等を実施し、その結果について、市町村への提供等を行う

こととします。 

第５ 自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置 
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 １ 広域化後の消防の体制の整備 

 広域化の効果を十分に発揮することができるよう、広域化後の消防においては、   

一元的な部隊運用、出動体制、事務処理等が行われることが重要です。このために

は、広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項をあらかじめ定めて

おくことが有効であり、消防組織法では、広域化対象市町村は、消防の広域化を行

おうとするときは、その協議により、概ね次の事項を内容とする、広域化後の消防

の円滑な運営を確保するための計画（以下「広域消防運営計画」という。）を作成

することとされています。（消防組織法第 34 条）。 

 【広域消防運営計画に定める事項】 

①広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本方針 

②消防本部の位置及び名称 

③市町村の防災に係る関係機関相互の連携の確保に関する事項 

 

 ２ 構成市町村等間の関係 

 広域化は、一部事務組合、広域連合又は事務委託により行われることとなります

が、広域化後の運営においては、それぞれの制度内容や特徴を十分把握したうえで、

構成市町村又は受託市町村若しくは委託市町村との意思疎通及び情報共有が円滑

に行われることが重要です。 

 このため、構成市町村等間で十分協議のうえ合意形成を行い、広域化後の消防の

運営方式を決定する必要があります。 

 

 ３ 広域化後の消防体制整備のための方策 

 広域化後の消防の円滑な運営の確保のためには、広域化後の消防の体制を適切に

整備することが重要であり、そのため、広域化を行うことが決定された場合には、

主として次の事項について、構成市町村等間において、十分協議のうえ、可能な限

り、組合又は事務委託の規約、規程等において定める必要があります。 

 

  （１）一部事務組合又は広域連合の方式による場合 

①経常的経費、投資的経費それぞれについての構成市町村ごとの負担金の      

額又は負担割合等に係る基本的なルール 

②職員の任用、給与、教育訓練等に関する計画を策定すること 

③中長期的な整備費用の見通しを含めた消防力の整備計画を策定すること 

④部隊運用、指令管制等に関する計画を策定すること 

⑤災害時等に構成市町村の長と消防長、消防署長又は消防団長とが緊密に連

携することができるよう、相互連絡、情報共有等に関する計画を策定する

こと 

⑥構成市町村間の連絡会議の定期的な開催、消防長の専決対象の明確化等構

成市町村間の迅速な意見調整を可能とするための仕組みを構築すること 

第６ 広域化後の円滑な運営の確保 
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⑦組合の運営に関し、住民の意見を反映できるようにすること 

 

  （２）事務委託の方式による場合 

①委託料に係る基本的なルール 

②災害時等に委託市町村の長と消防長、消防署長又は消防団長とが緊密に連

携することができるよう、相互連絡、情報共有等に関する計画を策定する

こと 

③消防事務の運営に関し、住民の意見を反映できるようにすること 
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 １ 消防団との連携の確保 

 消防団は、消防組織法に基づき推進する自主的な市町村の消防の広域化の対象と

されておらず、消防の広域化後も従来どおり、消防力の整備指針第 37 条に基づき、

一市町村に一団を置くこととなります。 

 このため、広域化後の消防本部と消防団との緊密な連携を確保するため、主とし

て次のような対応が必要となります。 

①常備消防との一元的な連絡調整 

②各消防団合同又は常備消防を含めた訓練等の実施 

③消防署所への消防団との連絡調整担当の配置、定例的な連絡会議の開催等 

④常備消防と消防団との連絡通信手段の確保 

 

 ２ 防災・国民保護担当部局との連携の確保 

 防災・国民保護業務は、住民の安全・安心の確保という最も基本的かつ重要な業

務であり、また、関係部局・関係機関が多岐にわたるため、それら全体を総合的に

調整できる責任者が実施することが重要です。 

 このため、広域化後の消防本部と構成市町村の防災・国民保護担当部局との緊密

な連携の確保を図るため、主として次のような対応が必要となります。 

①夜間・休日等における市町村の防災業務について、初動時の連絡体制などの

消防本部への事務委託 

②各構成市町村等の長及び危機管理担当幹部と消防長及び消防署長による協

議会の設置 

③各構成市町村等と当該構成市町村等の区域に存する消防署所との連携確保

のための、定例的な連絡会議の開催、各市町村の災害対策本部への各消防署

所の職員の派遣等 

④防災・国民保護担当部局と消防本部の人事交流 

⑤総合的な合同防災訓練の実施 

⑥防災・国民保護担当部局と消防本部との情報通信手段の充実による連絡体制

の強化 

⑦防災行政無線の親機や遠隔操作機を消防本部の通信指令部門に設置するこ

とによる 24 時間体制の確保 

 

 ３ 医療機関等との連携の確保 

 消防と医療機関との連携体制は、原則として 3 つの二次医療圏をベースに、そ

の中核的医療機関への搬送を中心に構築されていますが、患者の状態に応じて圏

域を越えた搬送や、全県を対象とする三次救急医療機関への搬送が行われる場合

もあります。 
これらの救急搬送については、「秋田県メディカルコントロール協議会」が、救

急隊員の教育・研修や救急活動のプロトコールの作成等を行い、救急活動の全県

第７ 市町村の防災に係る関係機関相互の連携の確保 
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的な均てん化を図っているほか、「秋田県傷病者搬送受入協議会」が、傷病者の円

滑な受入に係る調整等を行っています。 
 一方で、地域包括ケアシステムは、二次医療圏を構成する市町村、さらにはそ

の細分化された地域単位を前提に構築されており、介護施設から地域の中核的医

療機関への救急搬送体制が整備されています。 
 また、災害時においても、消防と医療機関との連携が重要ですが、災害の規模

によっては、地域振興局福祉環境部（保健所）に地域保健医療福祉調整本部が設

置されることも想定されることから、消防、地域保健医療福祉調整本部、地域の

中核的医療機関の 3 者間の連携も必要となっています。 
 このように、消防と医療機関との連携の形は、各局面において様々であり、重

層的な体制となっていることから、医療圏を越えた高度な医療や生活圏内で完結

する医療等、救急・災害医療に対する県民の多種多様なニーズに応じたきめ細か

な救急活動の実施には、一層緊密な連携が重要となっています。 
 このようなことから、広域化後も救急業務の高度化と適切な搬送・受入体制を

整備していくため、広域化後の消防本部と医療機関や介護施設、地域災害医療対

策本部との協力関係構築のための取り組みを行う必要があります。 
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 １ 計画のまとめ 

   

  本計画の位置づけ・目的 

・本計画は、自主的な市町村の消防の広域化の推進に取り組むことを目的に策

定するものとし、広域化に係る検討のため、令和 11 年度までに取り組むべ

き事項についての基本的な方針を定めるものとします。 

 

  将来見通し等 

・本県の各消防本部の管轄人口は、急速な人口減少により、令和 32 年（2050

年）には、現在と比較して 40～60％程度減少するものと予測されています。 

・また、市町村の基準財政需要額も、いくつかの市町村では 50％を上回る減

少となるなど、財政状況はかつてない厳しい状況となる可能性があります。 

・このような状況に対応し、消防力の維持・強化を図るため、消防の広域化が

必要となっています。 

 

  消防の連携・協力の推進 

・消防の連携・協力について、全ての市町村を対象に、効果の検証を行いなが

ら、地域の実情に応じて、実施内容や方法を検討します。高機能消防指令セ

ンターの共同運用については、令和 18 年度共同運用開始を目標に、効果の

検証を踏まえ、運営方式等について、協議・検討を行うこととします。 

・市町村は、協議・検討の結果に基づき連携・協力を行おうとする場合「連携

・協力実施計画」の作成を行う必要があります。 

・県は、調整や情報提供、その他の必要な支援を行うこととします。 

 

広域化の進め方 

・広域化は、消防署所の統廃合、職員の削減を目的とするものでなく、様々な

メリットの実現を通じて消防力の維持・強化を図るため行うものです。 

・全ての市町村を対象に、広域化の組み合わせや時期などについて、今後、協

議・検討を進めます。 

・指定済みの消防広域化重点地域について、広域化を着実に推進するため、支 

援を行うほか、核となり広域化の検討を主導するため、男鹿地区消防本部を

「中心消防本部」に指定します。 

・県は、市町村、消防本部等の協議に参画するなど積極的に関与していくほか、

住民及び関係者等に対する情報提供や普及啓発、調査研究等を行います。 

 

広域化後の円滑な運営の確保、関係機関相互の連携の確保 

・協議・検討の結果に基づき、広域化を行う場合「広域消防運営計画」の作成

を行う必要があります。 

第８ おわりに 
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・広域化後の消防本部は、消防団や市町村防災・国民保護部局、医療機関、介

護施設、地域災害医療対策本部との連携に取り組む必要があります。   

 

 ２ 計画期間中に取り組む事項 

 令和 7 年度に、市町村、消防本部等と県が共同で「秋田県通信指令共同運用検

討会（仮称）」を設置し、令和 11 年度までの計画期間内に、広域化等に係る協議

・検討を進めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 計画の進行管理等 

 県は、本計画を推進するため、市町村の取組状況や国等の動向を適時に把握し、

適切な進行管理に努めるものとします。 

 また、本計画については、広域化対象市町村の組み合わせや消防の連携・協力

の対象市町村、消防広域化重点地域の指定、または、その変更などをはじめとし

た協議・検討の進捗、法律・制度等の変更、その他の事情にあわせ、必要な変更

を行うものとします。 

○ 本県の市町村消防の将来のあり方を明らかにするため、計画期間中、次の事項

に取り組む。 

 ①消防を取り巻く社会経済状況の変化等を踏まえ、将来の消防のあるべき姿

や広域化のメリット・デメリット等の検討・検証を行う。 

 ②高機能消防指令センターの共同運用をはじめとした消防の連携・協力につ

いて、効果の検証等を行い、その結果を踏まえ、令和 18 年度開始に向け

た、連携・協力のあり方や進め方等について協議・検討を行う。 

 ③消防本部の広域化の組み合わせや、広域化の時期、広域化重点地域などに

ついて協議・検討を行う。 
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（１）救急出動件数の推移　　

項目/年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
比較

2022/201
2

急　　病 26,574 26,942 26,845 26,623 26,659 27,884 28,169 28,136 26,035 27,967 32,775 123.3

一般負傷 5,490 5,282 5,199 5,087 5,202 5,501 5,785 5,597 5,100 5,935 6,375 116.1

交通事故 2,789 2,731 2,727 2,676 2,777 2,658 2,569 2,398 2,184 2,136 2,162 77.5

出動総数 39,805 40,025 39,801 39,179 39,558 40,748 41,206 40,876 37,658 40,772 45,945 115.4

※比較は2012年を100とした場合
出典：救急・救助の現況（消防庁）

（２）搬送者数の推移及び将来推計

①年齢階層別搬送者数　

年齢階層／年 2,012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
比較

2022/201
2

１歳未満 67 62 56 59 74 71 58 70 48 56 47 70.1

２歳～６歳 980 988 964 937 950 943 909 901 596 725 881 89.9

７歳～１７歳 1,016 911 956 979 1,057 923 965 963 736 793 886 87.2

１８歳～６４歳 11,236 11,141 10,730 10,349 10,354 10,166 10,086 9,481 8,386 8,807 9,501 84.6

６５歳以上 23,357 24,059 24,393 24,250 24,500 26,102 26,647 26,966 25,340 27,699 30,968 132.6

計 36,656 37,161 37,099 36,574 36,935 38,205 38,665 38,381 35,106 38,080 42,283 115.4

※比較は2012年を100とした場合
出典：救急・救助の現況（消防庁）

②年齢階層別搬送数の将来推計　 単位：人

2020 2025 2030 2035 2040 2045

9,766 8,799 7,789 6,889 5,927 5,041

25,340 28,273 27,426 26,121 25,015 23,591

35,106 37,072 35,215 33,010 30,942 28,632

※2020年の人口千人当たりの搬送者数及び人口の将来推計を元に推計。
※比較は、2022年を100とした場合

出典：救急・救助の現況（消防庁）

比較
2045/2022

６４歳未満 44.6

６５歳以上 76.2

計 67.7

年齢階層／年

４　救急出動の状況

単位：件、％

単位：人、％
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９　秋田県消防広域化検討会　委員名簿

団体名 職 氏　　　名

学識経験者 一般社団法人秋田県医師会常任理事 小野崎　圭助

秋田県消防長会会長 渡辺　邦博

一般財団法人秋田県消防協会会長 髙橋　正尚

鹿角市長 関　厚

小坂町長 細越　満

福原　淳嗣

石田　健佑

北秋田市長 津谷　永光

上小阿仁村長 小林　悦次

能代市長 齊藤　滋宣

藤里町長 佐々木　文明

三種町長 田川　政幸

八峰町長 堀内　満也

男鹿市長 菅原　広二

大潟村長 髙橋　浩人

潟上市長 鈴木　雄大

八郎潟町長 畠山　菊夫

井川町長 齋藤　多聞

渡邉　彦兵衛

荒川　滋

秋田市長 穂積　志

由利本荘市長 湊　貴信

にかほ市長 市川　雄次

大仙市長 老松　博行

仙北市長 田口　知明

美郷町長 松田　知己

横手市長 髙橋　大

湯沢市長 佐藤　一夫

羽後町長 安藤　豊

東成瀬村長 備前　博和

県 秋田県総務部危機管理監 菅生　淑子

３１名

消防団体関係者

市町村

大館市長

五城目町長
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10　秋田県消防広域化検討会　幹事会名簿

団体名 職 氏　　　　名

学識経験者 一般社団法人秋田県医師会副会長 原　秀一

消防団体関係者 一般財団法人秋田県消防協会事務局長 佐藤　功

鹿角市総務部総務課長 守田　敏子

小坂町総務課長 窪田　圭一

大館市総務部総務課長 佐々木　みゆき

北秋田市総務部総務課長 萩野　貴久

上小阿仁村住民福祉課長 石川　悦子

能代市総合防災課防災危機管理監 皆川　友紀

三種町町民生活課長 後藤　一家

八峰町防災町民課長 工藤　善美

藤里町生活環境課長 村岡　徳一

秋田市総務部総務課長 中川　宏行

男鹿市総務企画部危機管理課長 三浦　幸樹

潟上市総務部危機管理監 櫻庭　満久

五城目町総務課長 東海林　博文

八郎潟町住民生活課長 畠山　孝直

井川町町民生活課長 鷲谷　幸平

大潟村生活環境課長 薄井　伯征

由利本荘市総務部行政改革推進課長 佐藤 夏樹 

にかほ市総務部防災課長 渡部　尊志

大仙市総務部総合防災課長 高橋　太

仙北市総務部総務課長 永井　尚

美郷町住民生活課長 木村　英彰

横手市総務企画部危機対策課長 川津　久和

湯沢市総務部総務課総合防災室長 皆川　学

羽後町町民生活課長 坂田　聡

東成瀬村総務課防災対策室長 佐々木　年子喜

秋田市消防本部消防長 渡辺　邦博

横手市消防本部消防長 高田　俊之

大館市消防本部消防長 虻川　茂樹

由利本荘市消防本部消防長 佐藤　英樹

北秋田市消防本部消防長 松橋　雅徳

にかほ市消防本部消防長兼署長 須田　勇喜

五城目町消防本部消防長 佐々木　貴仁

湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部消防長 佐藤　正晴

能代山本広域市町村圏組合消防本部消防長 泉　政樹

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防長 佐々木　伸吾

鹿角広域行政組合消防本部消防長 奈良　巧一

男鹿地区消防一部事務組合消防本部消防長 渡部　伸明

湖東地区行政一部事務組合消防本部消防長 斉藤　直樹

秋田県企画振興部市町村課長 萩原　圭

秋田県健康福祉部医務薬事課長 石川　亨

秋田県総務部総合防災課消防保安室 高橋　公康

４３名

県

市町村

消防本部
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11 秋田県消防広域化検討会・幹事会開催状況 

 

（１）秋田県消防広域化検討会 

開催日 開催場所 内  容 

令和６年５月２９日 秋田県庁正庁 第1回秋田県消防広域化検討会 

（１）秋田県消防広域化検討会の設置について 

（２）秋田県消防広域化推進計画の改定について 

令和６年１２月２５日 秋田県庁災害対

策本部室 

第２回秋田県消防広域化検討会 

（１）秋田県消防広域化推進計画の改定について 

（２）今後のスケジュールについて 

令和７年 ３月１７日 書面審議 第３回秋田県消防広域化検討会 

（１）秋田県消防広域化推進計画（案）について 

 

（２）秋田県消防広域化検討会幹事会 

開催日 開催場所 内  容 

令和６年５月１５日 秋田県庁災害対

策本部室 

第1回秋田県消防広域化検討会幹事会 

（１）秋田県消防広域化検討会及び幹事会の設置 

について 

（２）秋田県消防広域化推進計画の再策定につい 

て 

令和６年８月９日 秋田県庁災害対

策本部室 

第２回秋田県消防広域化検討会幹事会 

（１）秋田県消防広域化推進計画策定の考え方に 

ついて 

（２）通信指令センターの共同運用について 

（３）消防広域化重点地域及び中心消防本部の設 

定について 

令和６年１１月１３日 秋田県庁災害対

策本部室 

第３回秋田県消防広域化検討会幹事会 

（１）秋田県消防広域化推進計画の改定について 

令和７年 ３月 ７日 書面審議 第４回秋田県消防広域化検討会幹事会 

（１）秋田県消防広域化推進計画（案）について 
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12 市町村の消防の広域化に関する基本指針  

平成十八年七月十二日   
消防庁告示第三十三号   
  
最終改正  令和六年三月二十九日消防庁告示第八号   
  
消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第三十二条第一項の規定に基づ 
き、市町村の消防の広域化に関する基本指針を次のように定める。   
  
市町村の消防の広域化に関する基本指針   
  
一  自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項   
  
１  市町村の消防の広域化の必要性   
消防は、災害や事故の多様化及び大規模化、都市構造の複雑化、住民ニーズの多 
様化等の消防を取り巻く環境の変化に的確に対応し、今後とも住民の生命、身体 
及び財産を守る責務を全うする必要がある。   
しかしながら、小規模な消防本部においては、出動体制、保有する消防用車両、 
専門要員の確保等に限界があることや、組織管理や財政運営面での厳しさが指 
摘されることがあるなど、消防の体制としては必ずしも十分でない場合がある。   
これを克服するためには、市町村の消防の広域化により、行財政上の様々なスケ 
ールメリットを実現することが極めて有効である。具体的には、広域化によって、  
  
①  災害発生時における初動体制の強化やノウハウの共有   
②  運用可能な部隊数の充実及び統一的な指揮の下での効果的な部隊運用   
③  本部機能統合等の効率化による現場活動要員の増強   
④  予防業務、救助業務、救急業務等の高度化及び専門化   
⑤  財政規模の拡大に伴う高度な資機材の計画的な整備   
⑥  消防署所の配置や管轄区域の適正化による現場到着時間の短縮   
  
等、消防力の強化による住民サービスの向上や消防に関する行財政運営の効率 
化と基盤の強化が期待される。   
  
こうしたことから、平成六年以降、自主的な市町村の消防の広域化が推進されて 
きた。全国の消防本部の数は、最も多かった平成三年十月の九百三十六本部から、 
平成十八年四月には八百十一本部にまで減少しているが、広域化と並行して進 
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められた市町村合併の状況と比較すると、広域化が十分進んだとは言い難い状 
況にあった。そこで、平成十八年においては、都道府県の役割の明確化と、市町 
村における十分な議論を確保するための関係者の議論の枠組みの創設と併せ、 
災害の大規模化・多様化等の環境の変化に的確に対応するために広域化の目標 
となる消防本部の規模を引き上げること等を内容として、広域化を更に推進す 
るための消防組織法の改正及びこれに基づく本指針の策定を行った。   
以来、改正後の消防組織法に基づき各都道府県において定められた推進計画に 
基づく取組が進められてきたところであり、平成三十年の本指針改正により推 
進期限としていた令和六年四月一日には、消防本部数は七百二十本部となった 
ところである。広域化を行った消防本部においては、人員配備の効率化と充実、 
消防体制の基盤の強化を通じた住民サービスの向上等の成果が現れており、広 
域化に伴う現象として一部の地方公共団体が懸念する、消防署所の配置替えに 
よる一部地域での消防力低下や消防本部と市町村との関係の希薄化といった事 
実は認められない。   
このように、広域化した消防本部においては、広域化の意図する成果が現れては 
いるものの、全体的には、管轄人口十万未満の小規模な消防本部（以下「小規模 
消防本部」という。）が全消防本部数の約六割を占めるなど、広域化の進捗はま 
だ十分とはいえず、小規模消防本部が抱える前記の課題が依然として克服され 
ていない。   
一方で、日本の総人口は、平成十七年に戦後初めて減少に転じ、既に人口減少社 
会が到来している。これにより一般的に現在の各消防本部の管轄人口も減少し、 
消防本部の小規模化がより進むと同時に、生産年齢人口の減少を通じた財政面 
の制約や人材確保についてもより厳しくなるものと考えられる。また、消防本部 
とともに地域の消防を担っている消防団員の担い手不足の問題も更に懸念され 
る状況にある。また、人口減少により低密度化が進展しているが、消防活動とし 
て必要な署所等の数は大きくは変化しないものと考えられ、即応体制の確保な 
ど消防力の維持に困難が伴う可能性も高い。このような人口動態等による影響 
は消防本部の規模が小さいほど深刻であると考えられる。   
さらに、高齢化の進展に伴い、自力避難困難者の増加により予防業務の重要性が 
より一層増しているほか、救急需要が拡大しており、特にこうした面では、消防 
力の強化をしていかなければならない。   
加えて、令和六年能登半島地震のような甚大な被害をもたらす地震の発生が近 
い将来にも見込まれているなど、近年、激甚化・頻発化する自然災害等への警戒 
が必要な状況にある。そのため、大規模災害の発生に備え、住民の生命、身体及 
び財産を保護するための消防体制を確保すべき必要性が高まっている。   
大規模災害が発生した場合、近隣の市町村、都道府県も被災しており、応援要請 
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後直ちに応援部隊が到着しないことが考えられる。また、緊急消防援助隊の出動 
が決定した場合には、応援部隊との緊密な連携体制を構築するため、被災地の消 
防本部は指揮本部を設置するほか、進出拠点等への職員派遣が必要となり得る。 
応援部隊到着前の初動体制の確保や、応援部隊との効果的な連携体制の構築の 
ためには、一定の消防職員数の確保が必要である。   
また、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、消防体制を改めて検討しておく必要 
性が高まっている。   
感染拡大時には、医療提供体制のひっ迫により救急搬送困難事案が多発し、救急 
体制への負担が増加することが想定される。また、消防職員が少数の消防本部に 
おいては、感染等により一部の職員が活動できなくなった場合、他の消防本部か 
らの応援により消防体制を確保せざるを得なくなることが考えられる。消防職 
員の負担の軽減や、自らの消防体制での業務の運用のためには、人員配置等を柔 
軟に行うことができる消防職員数の確保が必要である。   
この他、昨今注目されている、消防本部におけるハラスメント等への対応や女性 
活躍を推進するという観点でも、組織管理体制の基盤の強化が重要な課題とな 
っている。   
また、消防防災分野においても、災害対応ドローン等の高度な機器の導入・運用 
をはじめ、予防、救助、救急等の各分野でＤＸを進めることが求められている。 
それらに対応できる専門人材の育成・確保にも、消防本部の体制強化は有効であ 
る。加えて、消防庁から示されている消防指令システムに関する標準仕様書に基 
づいて行われるシステムの標準化は、消防本部における当該システムの基本的 
な機能を共通化するものであり、広域化の検討の円滑化に資するものと考えら 
れる。   
また、消防力に関して、消防力の整備指針（平成十二年消防庁告示第一号）及び 
消防水利の基準（昭和三十九年消防庁告示第七号）に規定する消防力に対する整 
備率を見ると、令和四年四月一日現在、消防職員については七十九・五％、消防 
水利については七十八・九％にとどまっているなど、依然として整備率が低いも 
のがある。とりわけ、小規模消防本部においては、大規模な消防本部よりも整備 
率が低い傾向にあり、例えば、消防職員については、管轄人口三十万以上の消防 
本部が八十七・九％である一方、小規模消防本部においては、六十七・七％にと 
どまっている。そのほか、はしご車、化学消防車、救助工作車、消防水利等につ 
いても、消防本部の規模による顕著な差が見られる。   
以上のことから、国、都道府県及び市町村が一体となり、消防力の維持・強化に 
当たって最も有効な消防の広域化を推進し、小規模消防本部の体制強化を図る 
ことがこれまで以上に必要となっており、喫緊の最重要課題となっている。   
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２  消防組織法における市町村の消防の広域化の基本的な考え方   
 消防組織法では市町村の消防の広域化に関し、次の事項について定めている。   
  
①  市町村の消防の広域化の理念及び定義   
②  消防庁長官による基本指針の策定   
③  都道府県による推進計画の策定及び都道府県知事の関与等   
④  広域化対象市町村による広域消防運営計画の作成   
⑤  国の援助及び地方債の特別の配慮   
  
この市町村の消防の広域化は、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨とし 
て、行わなければならないとされているため、広域化によって消防本部の対応力 
が低下するようなことはあってはならない。   
また、市町村の消防の広域化とは、二以上の市町村が消防事務（消防団の事務を 
除く。）を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町村に消防事務 
を委託することをいうと定義されている。したがって、広域化の対象は、いわゆ 
る常備消防であり、消防団はその対象ではない。   
加えて、広域化については、一部事務組合等の共同処理又は事務委託の方式によ 
り行われることとなるが、関係市町村間においてそれぞれの方式の利点及び問 
題点を十分に比較考量の上、その地域に最も適した方式を選択することが必要 
である。   
  
３  令和六年度以降の市町村の消防の広域化の推進の方向性   
  
平成十八年の消防組織法の改正後、令和六年四月一日に至るまでの広域化の状 
況を踏まえると、広域化の進捗状況は地域の実情によって左右される面がある 
ものと考えられる。また、本指針一、１でも述べたように、平成十八年からの広 
域化の継続した推進により、気運の高い地域等において、広域化は一定程度進み、 
成果が現れているが、平成三十年からの推進期間においては広域化の進捗がそ 
れ以前と比べ鈍化しており、依然として、広域化の必要性が高い小規模消防本部 
が残されている。   
まずは、市町村が自らの消防本部を取り巻く状況と自らの消防力を分析し、広域 
化や連携・協力といった手段を織り込みながら、今後のあるべき姿を考えること 
が必要である。特に小規模消防本部については、今後のあり方を抜本的に議論す 
る必要がある。   
平成十八年以降、広域化を実現した地域の多くでは、都道府県や地域の核となる 
中心的な消防本部の積極的な取組等により、消防本部間の調整が円滑に行われ 
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ていたことから、地域の実情に応じ、広域化に向けた検討を積極的に進めるため 
の選択肢の一つとして、地域の核となり広域化の検討を主導する消防本部（以下 
「中心消防本部」という。）について、当該消防本部の同意を得た上で推進計画 
に定めることができるものとする。   
なお、地域事情にもよるが、一般的には広域化を検討する地域の中で、管轄人口 
や消防職員数が多い消防本部を、中心消防本部と定めることが考えられる。   
中心消防本部の主な役割として、まずは、周辺の消防本部の広域化の意向を確認 
することや、消防力の現況等について情報交換を行うことが期待される。これら 
の情報を踏まえ、広域化の効果の調査や現行消防力の比較調査等も主体的に実 
施することにより、広域化の検討を円滑に開始することが可能となる。   
また、具体的な広域化の検討段階では、中心消防本部の呼びかけにより、広域化 
に関する協議会等を設置し、事務局として職員を派遣することで検討を前に進 
めるための基盤を作ることや、広域化実施に係る課題についての論点整理、意見 
集約を行うことが求められる。さらに、必要に応じて、中心消防本部から関係市 
町村に対する説明を行うことも、広域化に向けた調整を進める上で効果的であ 
る。このように、中心消防本部は、論点整理や消防本部間及び関係市町村間での 
合意形成において主導的役割を果たすことが期待される。   
広域化後には、消防本部では、組合事務等の新たに発生する事務処理や、構成市 
町村と広域化時に継続検討とされた事項の調整が必要な場合があり、消防本部 
の事務の円滑な実施のため、必要に応じて旧中心消防本部が管轄していた市町 
村等が中心となって支援や調整を行うことは有効である。   
地域の実情を熟知した広域的な地方公共団体である都道府県の役割も非常に重 
要である。例えば、緊急消防援助隊に関する消防応援活動調整本部の設置や、傷 
病者の搬送及び受入れの実施基準に関する事務等、消防の分野における都道府 
県の役割の重要性は高まっている。広域化についても、本指針一、１で示された 
現下の消防を取り巻く状況を踏まえると、国の取組とあわせ、都道府県には、関 
係市町村間の必要な調整、情報の提供その他の必要な支援を行う役割を果たす 
ことが期待される。とりわけ、関係市町村間の連絡調整はもとより、広域化の機 
運の醸成、広域化に係る市町村の財政負担又は事務負担に対する支援等につい 
て、より積極的にその役割を果たし、リーダーシップを発揮して自主的な市町村 
の消防の広域化の推進に取り組むことが求められる。   
具体的な取組として、市町村が行った自らの消防本部を取り巻く状況と自らの 
消防力の分析を生かしつつ、将来的な人材不足や財政見通し等を踏まえた中長 
期的な消防力のシミュレーション結果を市町村に提示し、他の消防本部と比較 
整理して説明することなどを通じ、広域化の必要性の理解を深め、広域化の機運 
の醸成を図ることが求められる。   
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これとあわせ、中心消防本部の設定についても検討し、関係消防本部の意向を確 
認した上で、中心消防本部となる消防本部から同意を得て推進計画に定めるこ 
ととする。   
また、広域化の具体的な検討過程において、中心消防本部を設定している地域で 
あっても、消防本部間での調整が困難な場合などには、都道府県が消防本部や関 
係市町村の事務担当者を構成員とした協議の場の設置を主導することも考えら 
れる。この際、必要に応じて事務局やオブザーバーとして参画し、課題解決に向 
けた助言を実施するなど、都道府県が積極的に関与することが協議の実効性を 
確保する上で非常に有効である。さらに、消防本部と首長部局等との間での調整 
が難航する場合には、消防本部の求めに応じて、都道府県が首長部局等への説明 
に同席し、助言を行う等により調整の円滑化を図ることも考えられる。   
広域化後には、消防本部において、新たに発生する事務処理や、継続検討とされ 
た事項の調整等について、円滑に合意形成が図られるよう、都道府県は助言や支 
援を行う等、積極的に関与することが期待される。   
なお、本指針一、４に掲げる国の施策及び本指針三、５に掲げる各都道府県にお 
ける措置を重点的に実施する地域（以下「消防広域化重点地域」という。）につ 
いては、これまで以上に積極的に指定し、広域化を推進するものとする。   
あわせて、消防事務の一部について柔軟に連携・協力を行うこと（以下「消防の 
連携・協力」という。）についても、推進していくものとし、消防の広域化と同 
様、関係市町村間の必要な調整、情報の提供その他の必要な支援を行う役割を果 
たすことが期待される。   
  
４  国における自主的な市町村の消防の広域化を推進するための施策   
本指針一、３を踏まえ、国は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、 
次のような施策を講ずる。   
  
（１）消防広域化推進本部の設置   
消防庁に、都道府県及び市町村における広域化の取組を支援するための消防広 
域化推進本部を設置する。   
  
（２）広報及び普及啓発   
市町村の消防の広域化を推進するためには、消防サービスの提供を受ける国民、 
広域化に直接取り組む市町村及び指導助言や連絡調整等を市町村に対して行う 
都道府県が広域化の必要性、メリットや全国的な状況等について、十分に理解す 
ることが重要であることから、あらゆる機会を捉え、また、適当な広報媒体を活 
用することにより、広域化に関する広報及び普及啓発を行う。   
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（３）都道府県及び市町村に対する情報提供   
消防本部が広域化により生じる効果を広く認識するとともに、広域化に伴う事 
務調整の負担増加等の懸念を解消することができるよう、広域化の推進に関す 
る財政措置等の制度、広域化を実現した他の消防本部における優良事例、実際に 
広域化を行う際の留意事項等について、都道府県及び市町村のニーズに応じた 
情報提供を行い、関係者における広域化に関する取組の促進を図る。   
  
（４）相談体制の確保充実等   
広域化を実現した消防本部の幹部職員等で消防庁に登録された者を市町村等に 
派遣し、助言等を行う消防広域化推進アドバイザーの活用等により、広域化に関 
する協議を進めるに当たっての諸課題への対処方策等広域化に関する個別具体 
の相談に積極的に応じる。   
また、消防庁が提供し、広域化の効果等の分析を行うことができる、消防用車両 
出動シミュレーションシステムの活用を促すことにより、広域化や連携・協力の 
検討の促進を図る。   
  
（５）財政措置   
①  広域化関連事業   
都道府県に対して、広域消防運営計画の作成等に関する広域化対象市町村への 
情報提供若しくは助言、本指針三、３に定める消防広域化重点地域の指定、協議 
会への参画、調査研究又は広報啓発等に必要な経費について所要の普通交付税 
措置を講ずるとともに、都道府県が広域化対象市町村に対して行う補助金、交付 
金等の交付に要する経費について所要の特別交付税措置を講ずるほか、地方自 
治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百八十四条第一項の地方公共団体の組 
合（以下「組合」という。）で広域化を行った広域化対象市町村の加入するもの 
若しくは広域化を行った広域化対象市町村又は組合で広域化を行う広域化対象 
市町村の加入するもの若しくは広域化を行う広域化対象市町村（以下「広域化対 
象市町村等」という。）に対して、当該広域化対象市町村等が広域消防運営計画 
を達成するために行う事業に要する経費等について、財政運営に支障を生ずる 
ことのないよう、次の財政措置を講ずる。   
なお、これらの措置については、消防広域化重点地域に対するものに重点化して 
行うこととしている。   
  
（ⅰ）  市町村の消防の広域化（都道府県の推進計画に定める市町村の組合せを 
構成する市町村の全部又は一部からなる地域の広域化に限る。以下この①にお 
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いて「市町村の消防の広域化」という。）に伴う広域消防運営計画の作成を含め 
た広域化の準備に要する経費及び臨時に増加する経費について所要の特別交付 
税措置を講ずる。   
（ⅱ）  市町村の消防の広域化（令和十一年四月一日までに行われるものに限 
る。）に伴い、広域消防運営計画又は消防署所等（消防署、出張所及び指令セン 
ターをいう。以下同じ。）の再編整備計画（以下「広域消防運営計画等」という。） 
に基づき、必要となる消防署所等（一体的に整備する自主防災組織等のための訓 
練研修施設を含む。）の増改築（広域消防運営計画等において消防署所等の再配 
置が必要であると位置付けられたものについては、新築を含む。）（高機能消防指 
令センターの整備については、標準仕様書に基づき消防指令システムを整備す 
るものに限る。）であって、当該広域化後十年度以内に完了するもの（ただし、 
広域化前に完了するものを含み、平成十八年の消防組織法の改正に基づいて平 
成三十年四月一日までに広域化した消防本部にあっては令和十年四月一日まで 
に完了するもの。(ⅲ) (ⅳ)において同じ。）に要する経費について所要の地方財 
政措置を講ずる。   
（ⅲ）  市町村の消防の広域化（令和十一年四月一日までに行われるものに限 
る。）に伴い、統合される消防本部庁舎を消防署所等として有効活用するために 
必要となる改築（高機能消防指令センターとして改築する場合は、標準仕様書に 
基づき消防指令システムを整備するものに限る。）であって、当該広域化後十年 
度以内に完了するものに要する経費について所要の地方財政措置を講ずる。   
（ⅳ）  市町村の消防の広域化（令和十一年四月一日までに行われるものに限 
る。）に伴う消防本部庁舎の整備であって、当該広域化後十年度以内に完了する 
ものに要する経費について所要の地方債措置を講ずる。   
（ⅴ）  市町村の消防の広域化（令和十一年四月一日までに行われるものに限 
る。）に伴い、広域消防運営計画等に基づく消防署所等の統合による効率化等に 
より、機能強化を図る消防用車両等の整備事業であって、当該広域化後五年度以 
内に完了するもの（ただし、広域化前に完了するものを含む。）に要する経費に 
ついて所要の地方財政措置を講ずる。   
（ⅵ) 市町村の消防の広域化に伴う消防防災施設等の整備（高機能消防指令セ 
ンターの整備については、標準仕様書に基づき消防指令システムを整備するも 
のに限る。）については、消防防災施設等整備費補助金及び緊急消防援助隊設備 
整備費補助金の交付の決定に当たって、特別の配慮をするものとする。   
  
②  連携・協力関連事業  
組合で消防の連携・協力を行う市町村の加入するもの又は消防の連携・協力を行 
う市町村（以下「連携・協力実施市町村等」という。）に対して、都道府県が行 
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う補助金、交付金等の交付に要する経費について所要の特別交付税措置を講ず 
るほか、当該連携・協力実施市町村等が消防の連携・協力の円滑な実施を確保す 
るための計画（以下「連携・協力実施計画」という。）を達成するために行う事 
業のうち特に消防の広域化につなげる効果が高いものに要する経費等について、 
財政運営に支障を生ずることのないよう、次の財政措置を講ずる。   
  
（ⅰ）  市町村の消防の連携・協力（都道府県の推進計画に定める市町村の組合 
せを構成する市町村の全部又は一部からなる地域の連携・協力に限る。）に伴う 
連携・協力実施計画の作成を含めた連携・協力の準備に要する経費及び臨時に増 
加する経費について所要の特別交付税措置を講ずる。   
（ⅱ）  消防の連携・協力に伴い、連携・協力実施計画に基づき、必要となる高 
機能消防指令センターの新築・増改築（標準仕様書に基づき消防指令システムを 
整備するものに限る。）であって、連携・協力実施計画に位置付けた後十年度以 
内に完了するものに要する経費について所要の地方財政措置を講ずる。   
（ⅲ）  消防の連携・協力に伴い、連携・協力実施計画に基づき、必要となる消 
防用車両等の整備であって、連携・協力実施計画に位置付けた後五年度以内に完 
了するものに要する経費について所要の地方財政措置を講ずる。   
（ⅳ）  消防の連携・協力に伴い、連携・協力実施計画に基づき、必要となる訓 
練施設の整備であって、連携・協力実施計画に位置付けた後十年度以内に完了す 
るものに要する経費について所要の地方財政措置を講ずる。   
（ⅴ）消防の連携・協力に伴う消防防災施設等の整備（高機能消防指令センター 
の整備については、標準仕様書に基づき消防指令システムを整備するものに限 
る。）については、消防防災施設等整備費補助金及び緊急消防援助隊設備整備費 
補助金の交付の決定に当たって、特別の配慮をするものとする。   
  
二  自主的な市町村の消防の広域化を推進する期間   
  
市町村の消防の広域化は、消防の体制の整備及び確立のため、不断に取り組んで 
いかなければならない課題であるが、地域における広域化についての合意形成 
には相当の時間を要するものと考えられる一方で、大規模災害等が発生する懸 
念が高まっており、広域化の取組が急がれることや過度に長期の期限を設ける 
と集中的な広域化の取組を阻害するおそれがあることを踏まえると、令和十一 
年四月一日を期限として広域化に取り組むことが必要である。   
  
（１）都道府県の推進計画等   
都道府県の実情に照らし、必要に応じて推進計画の変更若しくは再策定又は策 
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定を行うよう努めること。   
  
（２）市町村の消防の広域化   
各広域化対象市町村においては、広域消防運営計画の作成等、広域化に向けた取 
組を行い、令和十一年四月一日までに広域化を実現すること。   
  
三  推進計画に定める市町村の組合せ及び都道府県における必要な措置に関す 
る基準   
  
１  推進計画の策定   
都道府県が、本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の 
消防の広域化を推進する必要があると認める場合に、その市町村を対象として 
定めるよう努めることとされている推進計画には、おおむね次のような事項を 
定めることとなる。   
  
（１）自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項   
次のような事項に留意して定めること。   
  
①  推進計画は、広域化を推進する必要があると認める市町村について、その広 
域化を計画的かつ円滑に推進することを目的とすること。   
②  広域化は、消防の体制の整備及び確立を図るため推進するものであること。   
③  広域化は、市町村、住民、消防関係者等の理解を得て進めていくことが肝要 
であり、これらの関係者のコンセンサスを得ながら推進していくように努める 
こと。   
  
（２）市町村の消防の現況及び将来の見通し   
次のような事項に留意して定めること。   
  
①  広域化を推進するに当たっては、まずは、市町村が自らの消防本部を取り巻 
く状況と自らの消防力を分析し、広域化や連携・協力といった手段を織り込みな 
がら、今後のあるべき姿を考えることが必要であるため、都道府県が市町村に対 
し、当該分析・検討を行うために積極的な助言・支援を行う必要があること。   
②  市町村の分析・検討を踏まえた上で、消防組織法が改正された平成十八年以 
降における広域化の進捗、広域化後の消防本部における広域化の効果、各都道府 
県における消防需要の動向等を振り返り、消防力の実情、消防本部の財政、人事 
管理等の状況などの市町村の消防の現況を把握し、改めて広域化の必要性を十 
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分認識した上で、今後の人口の減少、消防需要の変化、消防職員の高齢化等の進 
展も踏まえ、おおむね十年後の消防体制の姿を見通す必要があること。   
  
（３）広域化対象市町村の組合せ及び中心消防本部の設定   
広域化対象市町村の組合せは、本指針三、２に基づき定めること。   
地域の実情に応じて必要な場合には、本指針一、３を参考にしつつ、広域化対象 
市町村を管轄する消防本部の中から、中心消防本部を定めること。ただし、広域 
化の検討が円滑に進むよう、当該消防本部の同意を得て定めること。   
なお、本指針三、３に基づき、必要に応じて消防広域化重点地域の指定等を行う 
こと。   
また、都道府県が推進する必要があると認める自主的な消防の連携・協力の対象 
となる市町村（以下「連携・協力対象市町村」という。）についても、本指針三、 
４に基づき定めること。   
  
（４）自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置に関する事 
項   
本指針三、５に基づき定めること。   
  
（５）広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項   
本指針四を参考にしつつ、各都道府県の実情を勘案して定めること。   
  
（６）市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項   
本指針五を参考にしつつ、各都道府県の実情を勘案して定めること。   
なお、都道府県が推進計画を定めるに当たっては、都道府県に、都道府県、市町 
村の代表、消防機関の代表（常備消防・消防団）、住民代表及び学識経験者等で 
構成する委員会等の協議機関を設置するなどして、関係者のコンセンサスの形 
成に努めることが重要である。   
また、都道府県が推進計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、 
関係市町村の意見を聴かなければならないとされているところである。   
  
２  推進計画に定める広域化対象市町村の組合せに関する基準   
各都道府県は、以下の点を十分考慮した上で、推進計画において、広域化対象市 
町村及びその組合せを定めること。   
  
（１）市町村の消防の広域化の規模   
一般論としては、消防本部の規模が大きいほど火災等の災害への対応能力が強 
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化されることとなり、また組織管理、財政運営等の観点からも望ましい。現行の 
推進計画において、一の都道府県全体を一つの単位とした区域（以下「全県一区」 
という。）での広域化を規定した都道府県が一定数あるが、全県一区での広域化 
は理想的な消防本部のあり方の一つとも言える。   
その上で、現状を踏まえつつ、これからの消防に求められる消防力、組織体制、 
財政規模等に鑑みると、管轄人口の観点から言えばおおむね三十万以上の規模 
を一つの目標とすることが適当である。   
しかしながら、各市町村は、管轄面積の広狭、交通事情、島嶼部などの地理的条 
件、広域行政、地域の歴史、日常生活圏、人口密度及び人口減少などの人口動態 
等の地域の事情をそれぞれ有しているため、広域化対象市町村の組合せを検討 
する際には、上記の規模目標には必ずしもとらわれず、小規模消防本部の広域化 
を着実に推進するという観点から、これらの地域の事情を十分に考慮する必要 
がある。   
ただし、本指針一、１でも述べたように、消防の広域化を推進し、小規模消防本 
部の体制強化を図ることがこれまで以上に必要となっていることに鑑み、小規 
模消防本部及び消防吏員数が百人以下の消防本部については、可能な限り広域 
化対象市町村に指定する方向で検討する必要がある。とりわけ、消防吏員数が五 
十人以下の消防本部（以下「特定小規模消防本部」という。）については、原則、 
広域化対象市町村に指定する方向で検討する必要がある。   
  
（２）連携・協力等の状況   
消防の連携・協力を実現している地域や、消防庁から示されている消防指令シス 
テムに関する標準仕様書に基づいて当該システムを既に整備し、又はその整備 
を検討している消防本部が複数ある地域については、こうした状況も考慮して 
広域化対象市町村の組合せを検討することが必要である。   
  
（３）配慮すべき事項   
非常備市町村の常備化の必要性に配慮する必要がある。   
以上のことを踏まえ、まずは、都道府県内の消防のあるべき姿を議論し、おおむ 
ね十年後までに広域化すべき組合せを定めた上で、推進期限までに広域化すべ 
き組合せを定めるものとする。その際、必要に応じ、段階を踏んだ組合せや実現 
可能性のある複数の組合せも定めるものとする。   
  
３  消防広域化重点地域の指定等   
  
（１）消防広域化重点地域の指定の趣旨   
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十分な消防防災体制が確保できないおそれがある市町村等を消防広域化重点地 
域に積極的に指定し、他の広域化対象市町村よりも先行して集中的に広域化を 
推進することにより広域化対象市町村の組合せにおける自主的な市町村の消防 
の広域化を着実に推進するものとする。   
  
（２）都道府県知事による消防広域化重点地域の指定及び公表等   
都道府県知事は、広域化対象市町村のそれぞれの組合せを構成する市町村の全 
部又は一部からなる地域のうち、広域化の取組を先行して重点的に取り組む必 
要があるものとして次に該当すると当該都道府県知事が認めるものを消防広域 
化重点地域として指定することができる。   
  
①  今後、十分な消防防災体制が確保できないおそれがある市町村を含む地域   
②  広域化の気運が高い地域   
なお、推進期限である令和十一年四月一日までに広域化を実現させるべき地域 
は消防広域化重点地域に指定することが望ましく、その中でも、具体的には、次 
に掲げる地域について、消防広域化重点地域に可能な限り指定することが望ま 
しい。   
  
（ⅰ）  特定小規模消防本部   
（ⅱ）  非常備市町村   
（ⅲ）  消防の連携・協力の実施地域   
（ⅳ）  広域化を希望しているが、広域化の組合せが決まっていない消防本部   
  
広域化対象市町村の一の組合せを超える地域を消防広域化重点地域に指定しよ 
うとするときは、当該指定しようとする地域が広域化対象市町村の一の組合せ 
の全部又は一部を構成するよう、事前又は事後に推進計画の変更を行うものと 
する。   
なお、消防広域化重点地域の指定を行ったときはその旨を、当該消防広域化重点 
地域に対する都道府県の支援の内容とともに公表するものとする。   
  
（３）関係市町村の意見の聴取等   
消防広域化重点地域の指定に当たっては、都道府県知事は、あらかじめ関係市町 
村の意見を聴くものとする。   
また、消防広域化重点地域に指定された市町村以外の市町村から消防広域化重 
点地域の指定を求める意見等があった場合においては、都道府県知事は当該意 
見等を尊重し、当該市町村を対象とする消防広域化重点地域の指定等に努める 
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ものとする。   
  
（４）消防広域化重点地域の指定の変更   
（２）及び（３）は、消防広域化重点地域の指定の変更について準用する。   
  
４  推進計画に定める連携・協力対象市町村の組合せに関する基準   
  
（１）消防の連携・協力の意義   
消防の広域化は消防力の維持・強化に当たって最も有効な方策であるが、消防の 
広域化の実現にはなお時間を要する地域もあり、そのような地域においては、消 
防の広域化につなげるべく、消防の連携・協力を行うことが必要である。   
平成三十一年以降、広域化した七地域のうち五地域では、広域化前に高機能消防 
指令センターの共同運用（以下「指令の共同運用」という。）や消防用車両の共 
同整備といった連携・協力を実施しており、こうした取組は、広域化を実現して 
いくための下地となり、その後の広域化の実現につながるものと考えられるた 
め、積極的に推進する必要がある。   
  
（２）推進計画へ位置付ける上での基本的な考え方   
連携・協力対象市町村の組合せを定めるに当たっては、消防の広域化と同様に地 
域の実情を考慮し、市町村の自主的かつ多様な消防の連携・協力を尊重する必要 
がある。   
しかしながら、消防の連携・協力が喫緊の最重要課題である消防の広域化につな 
がるものであるということを十分に認識した上で、どの市町村間でどのような 
連携・協力が可能であるかについて、都道府県においても、広い視野で検討する 
ことが必要である。   
なお、推進計画に位置付けることが望ましい消防の連携・協力としては、次の類 
型等が挙げられる。   
  
①  指令の共同運用   
②  消防用車両、資機材等の共同整備   
③  高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業務   
④  特殊な救助等専門部隊（水難救助隊、山岳救助隊、NBC 災害対応隊等）の共 
同設置   
⑤  専門的な人材育成の推進   
⑥  訓練の定期的な共同実施   
⑦  現場活動要領の統一  
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（３）高機能消防指令センターの共同運用   
指令の共同運用により、整備費の削減、現場要員の充実等を図ることができるこ 
とに加え、災害情報を一元的に把握し、効果的・効率的な応援態勢が確立される 
などの効果が見込まれる。   
また、現場に最先着できる隊に自動で出動指令を行ういわゆる「直近指令」、出 
動可能な隊がなくなった場合に指令の共同運用を行う他消防本部の隊に自動で 
出動指令を行ういわゆる「ゼロ隊運用」などの高度な運用により、区域内の消防 
力を大きく向上させることも可能である。   
さらには、人事交流が生まれるなど消防本部間の垣根を低くする効果もあり、消 
防の連携・協力の中でも、消防の広域化につなげる効果が特に大きい。   
以上のことから、指令の共同運用については、広域化の推進と併せて、積極的に 
検討すべきであるが、現状、指令の共同運用を行う地域のうち半数を超える地域 
においては、高度な運用が実施されていないため、指令の共同運用の効果を最大 
限に生かすこととなる高度な運用についても併せて実施を検討することが必要 
である。   
都道府県においては、上記のことを十分に認識した上で、消防本部等と緊密に連 
携しながら、市町村の高機能消防指令センターの更新時期や標準化の進捗、検討 
状況を把握し、消防本部に対して指令の共同運用についての検討を促し、その結 
果を推進計画に反映させることが必要である。   
なお、指令の共同運用を行う規模については、広域化と同様、一般論としては、 
規模が大きいほど望ましいことにも鑑み、面積、人口等において、標準的な規模 
の都道府県であれば、原則、全県一区とする必要がある。   
  
５  自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置に関する基準   
消防組織法第三十三条において、都道府県知事が行う市町村相互間における必 
要な調整及び情報の提供その他の必要な援助等について定められていることを 
踏まえ、各都道府県は推進計画において、当該各都道府県における自主的な市町 
村の消防の広域化を推進するために必要な措置を定めること。   
具体的には、   
  
①  広域化を推進するための体制の整備   
②  住民及び関係者に対する情報提供、普及啓発等   
③  各市町村に対する情報提供、相談対応体制の確保、職員の派遣及び財政支援 
等   
④  関係市町村間の協議の積極的な推奨、仲介、調整等   
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⑤  広域化に関する調査研究   
  
等が考えられるところであり、これらを参考にしつつ、必要な措置を定め、都道 
府県として広域化の推進に積極的に取り組むこと。   
  
四  広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項   
  
１  広域化後の消防の体制の整備   
市町村の消防の広域化が行われた後に、広域化の効果を十分に発揮することが 
できるよう、広域化後の消防において一元的な部隊運用、出動体制、事務処理等 
が行われることが重要である。   
なお、本指針一、３のとおり、広域化後においても都道府県及び旧中心消防本部 
が管轄していた市町村等による積極的な支援や関与が必要である。   
  
２  構成市町村等間の関係   
市町村の消防の広域化は、主に組合又は事務委託により行われることとなるが、 
その場合広域化後の消防は、組合の構成市町村又は受託市町村若しくは委託市 
町村（以下「構成市町村等」という。）との意思疎通及び情報共有に特に意を用 
いる必要がある。   
     
３  広域化後の消防の体制の整備のために考えられる方策   
このように、広域化後の消防の円滑な運営の確保のためには、広域化後の消防の 
体制を適切に整備することが重要であるが、そのための方策としては、例えば、 
以下のような事項について、構成市町村等間において十分協議の上、可能な限り、 
組合又は事務委託の規約、規程等において定めることとすることが有効である。   
  
（１）組合の方式による場合   
  
①  経常的経費、投資的経費それぞれについての構成市町村ごとの負担金の額 
又は負担割合等に係る基本的なルール   
②  職員の任用、給与、教育訓練等に関する計画を策定すること。   
③  中長期的な整備費用の見通しを含めた消防力の整備計画を策定すること。   
④  部隊運用、指令管制等に関する計画を策定すること。   
⑤  災害時等に構成市町村の長と消防長、消防署長又は消防団長とが緊密に連 
携することができるよう、相互連絡、情報共有等に関する計画を策定すること。   
⑥  構成市町村間の連絡会議の定期的な開催、消防長の専決対象の明確化等構 
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成市町村間の迅速な意見調整を可能とするための仕組みを構築すること。   
⑦  組合の運営に関し、住民の意見を反映できるようにすること。   
  
（２）事務委託の方式による場合   
  
①  委託料に係る基本的なルール   
②  災害時等に委託市町村の長と消防長、消防署長又は消防団長とが緊密に連 
携することができるよう、相互連絡、情報共有等に関する計画を策定すること。   
③  消防事務の運営に関し、住民の意見を反映できるようにすること。   
  
４  推進計画及び広域消防運営計画への記載   
以上の点を踏まえ、都道府県においては、必要な事項を推進計画において定める 
とともに、広域化対象市町村においては、広域化に係る協議の際にこれらの事項 
について十分協議の上、可能な限り広域消防運営計画において定めること。   
  
五  市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項   
  
１  消防団との連携の確保   
消防団は、地域に密着した消防防災活動を行うという特性上、本指針一、２のと 
おり、消防組織法に基づき推進する自主的な市町村の消防の広域化の対象とさ 
れておらず、従来どおり、消防力の整備指針第三十七条に基づき、市町村の合併 
等消防団の沿革その他の特段の事情がある場合を除き、一市町村に一団を置く 
ものとする。   
この場合、広域化後の消防本部と消防団との緊密な連携の確保が必要となる。   
そのために、次のような具体的方策が考えられる。   
  
①  常備消防の管轄区域内の複数の消防団の団長の中から連絡調整担当の団長 
を指名することによる常備消防との一元的な連絡調整   
②  平素からの各消防団合同又は常備消防を含めた訓練等の実施   
③  構成市町村等の消防団と当該構成市町村等の区域に存する消防署所との連 
携確保のための、消防署所への消防団との連絡調整担当の配置、定例的な連絡会 
議の開催等   
④  常備消防と消防団との連絡通信手段の確保   
  
以上のような方策を参考としつつ、地域の実情に応じて広域化後の消防本部と 
消防団との連携の確保を図ることが必要である。   
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２  防災・国民保護担当部局との連携の確保   
防災・国民保護業務は、住民の安心・安全の確保という最も基本的かつ重要な業 
務であり、また、関係部局・関係機関が多岐にわたるため、それら全体を総合的 
に調整できる責任者が実施することが必要である。   
この場合、市町村の消防の広域化を行うときには、広域化後の消防本部と構成市 
町村等の防災・国民保護担当部局との緊密な連携の確保が必要となる。   
そのために、次のような具体的方策が考えられる。   
  
①  夜間・休日等における市町村の防災業務について、初動時の連絡体制などを 
消防本部に事務委託   
②  各構成市町村等の長及び危機管理担当幹部と消防長及び消防署長による協 
議会の設置   
③  各構成市町村等と当該構成市町村等の区域に存する消防署所との連携確保 
のための、定例的な連絡会議の開催、各市町村の災害対策本部への各消防署所の 
消防職員の派遣等   
④  防災・国民保護担当部局と消防本部との人事交流   
⑤  総合的な合同防災訓練の実施   
⑥  防災・国民保護担当部局と消防本部との情報通信手段の充実による連絡体 
制の強化   
⑦  防災行政無線の親機や遠隔操作機を消防本部の通信指令部門に設置するこ 
とによる二十四時間体制の確保   
  
以上のような方策を参考としつつ、地域の実情に応じて広域化後の消防本部と 
構成市町村等の防災・国民保護担当部局との連携の確保を図ることが必要であ 
る。   
  
３  推進計画及び広域消防運営計画への記載   
以上の点を踏まえ、都道府県においては、必要な事項を推進計画において定める 
とともに、広域化対象市町村においては、広域化に係る協議の際にこれらの事項 
について十分協議の上、可能な限り広域消防運営計画において定めること。 
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13 市町村の消防の連携・協力に関する基本指針  

  
第１ 消防の連携・協力についての基本的な考え方   
 １ 消防をとりまく課題とその対応方策  

 人口減少の進行により、人的・財政的な資源が限られる一方で、令和六年              

能登半島地震のような甚大な被害をもたらす地震の発生が近い将来にも見込

まれているなど、近年、激甚化・頻発化する自然災害等への警戒が必要な状

況にある。   
 消防は、今後とも、人的・財政的な資源を有効活用し、将来にわたって持

続可能な消防体制を整備・確立していく必要がある。   
   そのため、常備消防は、社会経済情勢の変化、各般の技術の進展等に応じ  
  て、より高度・専門的な活動を実施できるようにしていかなければならない。   
   これまで、消防庁では、常備消防の体制の整備・確立については、「消防の  
  広域化」（消防組織法の規定に基づき実施される消防組織の統合を行うもの。 
  以下同じ。）を推進してきたところであり、最も有効な方策である消防の広域  
  化については、より積極的に進めていくこととする。   
   一方で、消防の広域化は、組織の統合に向けた調整が困難である等、実現  
  にはなお時間を要する地域もあり、そのような地域においては、消防事務の  
  性質に応じて事務の一部について柔軟に連携・協力すること（以下「消防の  
  連携・協力」という。）により、消防力の強化に効果を生み出していくことが  
  可能となる。平成３１年以降、広域化した７地域のうち５地域では、消防の  
  連携・協力に取り組んでいたことから、消防の連携・協力は広域化の実現に  
  つながるものと考えられるため、積極的に推進する必要がある。   
  
 ２ 消防の連携・協力の推進   
 （１）消防の連携・協力の必要性等   
  （ア）必要性と効果   
     直ちに広域化を進めることが困難な地域においても必要となる消防力  
    を確保・充実していくため、消防事務の性質に応じて事務の一部につい  
    て連携・協力を推進することが必要である。   
     消防の連携・協力による効果やその効果が及ぶ範囲は、連携・協力を  
    行う消防事務の種類やその方式によって様々だが、一般的に、   
    ●  災害対応能力の向上   
    ●  施設整備や維持管理に係る経費の効率的な配分   
    ●  人員の効率的な配置、現場要員の増強   
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    ●  消防本部間の人材交流による職員の能力・職務意欲の向上）   
    といった効果がある。   
     このように、消防の連携・協力による人的・財政的な資源の効率的な   
    活用によって、現場要員の増強など消防力を充実強化することができる。  
     さらに、消防の連携・協力を進めていくことで、   
    ●  職員間のつながり、意識の共有   
    ●  広域的に消防事務を行うことの効果の実感   
    ●  共同で消防事務の処理を行うという実績の蓄積   
    等の広域化を実現していくための下地が作られることとなる。こうした  
    ことを契機として、消防力の確保・充実の方策としてより有効である消  
    防の広域化を目指すことが適当である。   
  （イ）連携・協力を進める上で留意すべき事項   
    ●  消防力を充実強化していくことは喫緊の課題であり、実施すること  
     が可能な消防の連携・協力については早期に順次実施していくこと。   
    ●  消防の連携・協力を進めるに当たっては、都道府県の境界を越えて、 
     地理的なメリットのある消防本部間での連携・協力を検討すること。   
    ●  複雑化・多様化する災害に対応できる高度かつ専門的な消防体制を  
     確保するためには、地域の中核となる比較的大規模な消防本部が中心  
     となり、近隣の消防本部との広域的な連携を図ること。   
    ●  住民の防災意識が低下し、地域防災力の低下につながることがない  
     よう、地域の住民や企業などの自発的な防災活動への参加を継続して  
     推進するなど、地域防災力を向上させるために、常備消防がさらに積極  
     的に取り組んでいくこと。   
 （２）消防の連携・協力の推進方策   
    消防の連携・協力を推進するため、消防の連携・協力の実施主体となる  
   市町村、都道府県及び国はそれぞれ以下の役割を果たすこととする。   
  （ア）市町村の役割   
     市町村は、消防の連携・協力を行おうとするときは、協議により消防  
    の連携・協力の円滑な実施を確保するための計画（以下「連携・協力実  
    施計画」という。）を作成するものとする。   
     連携・協力実施計画には、おおむね以下の事項について定めるものと  
    する。   
    ●  連携・協力の円滑な実施を確保するための基本方針   
    ●  連携・協力を行う消防事務の内容及び方法   
    ●  連携・協力を行う消防事務とそれ以外の消防事務の連携の確保に関  
     する事項   
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      市町村は、別紙「連携・協力実施計画に定める事項について」を参考  
    にし、管内の消防需要等の情勢分析を適切に行った上で、連携・協力実  
    施計画を作成するものとする。   
（イ）都道府県の役割   
      都道府県は、地域の実情を考慮し、市町村の自主的かつ多様な消防の  
    連携・協力を尊重する必要がある。   
      しかしながら、都道府県が消防組織法に基づき広域化を推進すべき立  
    場にあり、消防の連携・協力が喫緊の最重要課題である消防の広域化に  
    つながるものであるということを十分に認識した上で、どの市町村間で  
    どのような連携・協力が可能であるかについて、都道府県においても、  
    広い視野で検討し、推進計画において、都道府県が推進する必要がある  
    と認める自主的な消防の連携・協力の対象となる市町村（以下「連携・  
    協力対象市町村」という。）や消防の広域化と同様に連携・協力を推進す  
    るために必要な措置を定めるものとする。   
      なお、推進計画に位置付けることが望ましい消防の連携・協力として  
    は、次の類型等が挙げられる。   
    ①  高機能消防指令センターの共同運用（以下「指令の共同運用」とい  
     う。）   
    ②  消防用車両、資機材等の共同整備   
    ③  高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業務   
    ④  特殊な救助等専門部隊（水難救助隊、山岳救助隊、NBC 災害対応隊  
     等）の共同設置   
    ⑤  専門的な人材育成の推進   
    ⑥  訓練の定期的な共同実施   
    ⑦  現場活動要領の統一   
     とりわけ、指令の共同運用については、消防の広域化につなげる効果  
   が特に大きい。また、近隣の複数の消防本部が、消防庁から示されてい  
   る消防指令システムに関する標準仕様書に基づいて当該システムを既  
   に整備し、又はその整備を検討している場合は、指令の共同運用の検討  
   の円滑化にも資するものと考えられる。このため、都道府県は、消防本  
   部等と緊密に連携しながら、市町村の高機能消防指令センターの更新時  
   期や、標準化の進捗、検討状況を把握し、消防本部に対して指令の共同  
   運用についての検討を促し、その結果を推進計画に反映させることが必  
   要である。   
     また、消防の広域化と同様、関係市町村間の必要な調整、情報の提供  
   その他の必要な支援を行うものとする。   
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  （ウ）消防庁の役割   
     消防の連携・協力の具体的なメリットや、連携・協力する消防事務の  
    具体的内容と当該連携・協力を実施するための地方自治法上の手法につ  
    いて、各消防本部の十分な理解を得ることが必要であり、そのため、消  
    防庁において、全国レベルでの研修会の開催、個別の消防本部に対する  
    働きかけやアドバイザーの派遣、連携・協力の推進に関する財政措置等  
    の制度や連携・協力を実現した他の消防本部における優良事例の横展開、 
    消防用車両出動シミュレーションシステムの活用促進などソフト面の  
    支援を積極的に行うこととする。   
     また、消防の連携・協力を行う地方公共団体の財政運営に支障が生じ  
    ることのないよう、次の財政措置を講じる。   
    ●  組合で消防の連携・協力を行う市町村の加入するもの又は消防の連  
     携・協力を行う市町村に対して、都道府県が行う補助金、交付金等の交  
         付に要する経費について所要の特別交付税措置を講ずる   
    ●  市町村の消防の連携・協力（都道府県の推進計画に定める市町村の組  
         合せを構成する市町村の全部又は一部からなる地域の連携・協力に限  
         る。）に伴う連携・協力実施計画の作成を含めた連携・協力の準備に要  
         する経費及び臨時に増加する経費について所要の特別交付税措置を講  
         ずる。   
    ●  連携・協力を行う市町村が、連携・協力実施計画に基づき実施する高  
         機能消防指令センターの整備・改修（消防指令システムが標準仕様書  
         に基づき整備されるものに限る。）について防災対策事業債及び緊急防  
         災・減災事業債の対象とする。   
    ●  連携・協力を行う市町村が、連携・協力実施計画に基づき実施する消  
         防用車両等の整備について防災対策事業債及び緊急防災・減災事業債  
         の対象とする。   
    ●  連携・協力を行う市町村が、連携・協力実施計画に基づき実施する訓  
         練施設の整備について防災対策事業債及び緊急防災・減災事業債の対  
         象とする。   
    ●  本指針に基づく消防指令業務の共同化に伴う高機能消防指令センタ  
         ーの整備（消防指令システムが標準仕様書に基づき整備されるものに  
         限る。）については、消防防災施設整備費補助金の交付の決定に当たっ  
        て特別の配慮を行う。   
     ●  本指針に基づく連携・協力に伴う緊急消防援助隊設備の整備につい  
         ては、緊急消防援助隊設備整備費補助金の交付の決定に当たって特別  
         の配慮を行う。   
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 （３）消防の連携・協力の具体例   
    消防の連携・協力を実施するに当たっては、地域の災害特性や消防需要  
   の見通し、地形的な状況等について把握分析しながら、関係する市町村に  
   おいて積極的な検討を実施していくことが必要である。   
    地域における検討の参考となるよう、下の（ア）～（キ）のとおり消防  
   の連携・協力の具体例を示す。なお、消防の連携・協力は、以下の７つの  
   例以外のものも考えられ、消防体制の整備・確立に向けて地域の自主的か  
   つ積極的な検討が必要となる。   
  （ア）指令の共同運用   
     指令の共同運用は、既に多くの消防本部で実施されているが、全国的  
    な広がりは依然として不十分であり、消防の連携・協力の一類型として、  
    今後も積極的に検討を進めていく必要がある。   
    指令の共同運用を行うことで、災害情報を一元的に把握し、効果的・  
    効率的な応援体制が確立されることや、消防本部間で災害情報の様式を  
    統一することによって、災害情報の統計資料としての活用も容易になる  
    こと等の効果がある。   
     なお、指令の共同運用の実施に際しては、現場に最先着できる隊に自  
    動で出動指令を行ういわゆる「直近指令」、出動可能な隊がなくなった場  
    合に指令の共同運用を実施している他消防本部の隊に自動で出動指令  
    を行ういわゆる「ゼロ隊運用」などの高度な運用を併せて行うことで、  
    地域の消防体制の向上に一層資するものとなる。しかしながら、現状、  
    指令の共同運用を行う地域のうち半数を超える地域においては、高度な  
    運用が実施されていないため、指令の共同運用の効果を最大限に生かす  
    こととなる高度な運用についても併せて実施を検討することが必要で  
    ある。   
     また、指令の共同運用を実施する規模については、広域化と同様、一  
    般論としては、規模が大きいほど望ましいことにも鑑み、面積、人口等  
    において、標準的な規模の都道府県であれば、原則、全県一区（一の都  
    道府県全体を一つの単位とした区域をいう。）とする必要がある。なお、 
    地理的な事情等によりそれが困難な場合であっても、できる限り広域的  
    な範囲での共同運用を目指すことが必要である。   
  （イ）消防用車両、資機材等の共同整備   
     はしご自動車や特殊災害車両等、出動頻度の高くない車両や、ＮＢＣ  
    関連資機材等の使用頻度が限られる高度な資機材などについては、一定  
    の圏域内で共同して整備し、当該圏域内の事案に対して活用する体制と  
    することによって、車両、資機材の購入費・維持管理費を効率化するこ  
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     とができる。   
     また、複数の消防本部で共同整備することで、より高度な車両、資機  
    材の配置が可能になり、複雑化・多様化する災害への対応能力の向上も  
    期待できる。   
  （ウ）高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業務における  
    消防の連携・協力   
     予防業務については、高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査  
    等の業務について、各地域における予防業務の実情等に応じて、広域的  
    な圏域での消防の連携・協力を図っていく必要がある。   
     また、一定の圏域内で消防の連携・協力を実施することによって、ノ  
    ウハウの共有や職員の知識・技能の向上が図られる。   
  （エ）特殊な救助等専門部隊の共同設置   
     複数の消防本部が高度な技術や知識を必要とする水難救助隊、山岳救  
    助隊、ＮＢＣ災害対応隊、ドローン隊などを共同設置し、それに伴う必  
    要な資機材も共同整備することにより、特殊な災害への対応能力の向上  
    や専門的な人材の育成、資機材の購入費・維持管理費の効率化等を図る  
    ことができる。   
  （オ）専門的な人材育成の推進   
     救急や予防など、特に高度・専門的な知識・技能が求められる業務に  
    ついては、中核的な消防本部が近隣の消防本部の職員を研修生として受  
    け入れることにより専門的な人材を育成し、圏域内の消防力の向上を図  
    ることができる。   
  （カ）訓練の定期的な共同実施   
     複数の消防本部が協議会の設置等により、定期的に共同訓練を実施す  
    ることにより、大規模災害発生時に、早期に必要な部隊を集結させ、活  
    動能力の大幅な増強を図るとともに、災害対応をより実効性あるものと  
    することができる。   
  （キ）現場活動要領の統一   
     複数の消防本部が現場活動要領を統一し、戦術や安全管理体制に関す  
    る認識を共有することにより、知識や技術の向上や相互応援における活  
    動の効率化、緊急消防援助隊として出動した場合の活動の円滑化等を図  
    ることができる。   
   ※  なお、消防の連携・協力の方式については、連携協約、協議会その他の  
    地方自治法第二編第十一章第三節に規定される事務の共同処理の方式、  
       消防組織法第三十九条第二項に定められている相互応援協定その他多様  
       な方式の中から、関係市町村間においてそれぞれの方式の利点及び問題  
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       点を十分に比較考量の上、その地域に最も適した方式を選択することが  
       必要である。   
  
第２ 消防の連携・協力を推進する期間   
   消防の連携・協力に係る積極的な取組を促す観点から、推進期限を設けて  
    取り組むこととする。   
      大規模災害やテロ災害は全国どの地域において、いつ発生してもおかしく  
    ないことから、早急な消防の連携・協力の取組が必要である。一方、消防の  
    連携・協力に当たっては一定の準備期間も必要であることから、消防の連携・ 
    協力の推進期限については、消防の広域化の推進期間も踏まえ、令和１１年  
   ４月１日までとする。   
  
第３ 市町村が連携・協力実施計画を作成する際の留意事項   
 １ 検討体制の整備   
   消防事務は、住民の生命、身体及び財産を保護するという最も基本的なサ  
  ービスであり、サービスを直接受ける住民に大きな影響を与えるものである  
  ため、消防の連携・協力を検討する際には、関係消防本部のみならず、必要  
  に応じて都道府県、市町村、消防団、自主防災組織、学識経験者等の多様な  
  主体が参画する協議機関を設けることも考えられる。   
   なお、その際の協議機関としては、地方自治法２５２条の２の２に基づく  
  協議会のほか、任意の協議組織を設けることも考えられる。   
 ２ 連携・協力実施計画の早期の策定   
   消防の連携・協力の推進による消防力の確保・充実をいち早く実現するた  
  めに、各消防本部においては、消防の連携・協力を実施しようとする場合に  
  は、できる限り早期に連携・協力実施計画を作成することが望ましい。   
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別紙  
連携・協力実施計画に定める事項について  

  
 消防の連携・協力の円滑な実施を確保するための計画（以下「連携・協力実施  
計画」という。）に定めるべき事項については、以下のとおりとする。   
 なお、各地域の実情に応じ、その他の事項について定めることも差し支えない。   
  
１  連携・協力の円滑な実施を確保するための基本方針   
（１）連携・協力を行おうとする地域における消防の現況・課題、将来予測   
   消防の連携・協力の実施を検討するに当たり、まず、連携・協力を行おう  
  とする地域の各消防本部の消防力・消防需要の現況や課題、将来予測を分析  
  しておくことが必要であり、具体的には、   
  ・消防需要の現況と将来予測   
  ・消防力の現況と将来予測   
  ・財政の現況と将来予測   
  ・組織・人員の現況と将来予測   
  等について分析の上、計画に記載する。   
（２）連携・協力実施後の消防についての基本的な方針   
   （１）の分析を踏まえ、連携・協力によって目指すべき消防の姿について  
  の基本的な考え方を定めておく。   
   具体的には、連携・協力の実施によって、初動対応部隊の増強、特殊な車  
  両の整備や専門部隊の共同設置、訓練の共同実施等による災害対応能力の向  
  上、現場到着時間の短縮、人材育成の充実等の目指すべき消防の姿について、  
  基本的な方針を定めること。また、連携・協力を契機として、他の消防事務  
  の連携・協力をさらに進めていくことや、将来的な広域化に向けた議論を進  
  めていくということを内容に盛り込むこと。   
（３）連携・協力実施の検討体制   
   連携・協力の実施までの準備期間において関係消防本部が協議する体制に  
  ついて定める。また、連携・協力の実施後において各種事項を調整する際の  
  協議体制についても定める。   
（４）実施スケジュール   
   消防の連携・協力の実施に当たっては、各消防本部における組織体制の変  
  更や車両・施設等の整備等を計画的に進めるため、あらかじめスケジュール  
  を定める。   
   また、連携・協力する事務が複数ある場合には、事務ごとの実施時期につ  
  いても明確にする。   
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２  連携・協力を行う消防事務の内容及び方法   
  消防事務のうち、連携・協力を行う事務の内容及び方法について、連携・協  
 力を実施する消防事務ごとに次の（１）から（６）までの事項が明確になるよ  
 う計画に定める。   
（１）連携・協力を行う消防事務の内容   
   連携・協力を行う事務の内容を明示する。なお、指令の共同運用を行う場  
  合は、原則として、高度な運用についても併せて実施を検討し、その実施内  
  容や目標時期について定める。   
   また、連携・協力を実施する事務に応じて、職員交流や相互応援体制の構  
  築、見直しを検討し、その内容を定める。   
（２）連携・協力を行う地域   
    一部の地域に限定して連携・協力を行う場合、連携・協力を実施する地域  
  を明確にする。   
（３）連携・協力を行う方法   
    （１）で定めた連携・協力を行う消防事務ごとに、活用する地方自治法又  
  は消防組織法上の方法を明示する。   
（４）連携・協力に要する人員の配置   
   連携・協力を行う消防事務に従事する人員の必要数及び配置部署並びに各  
  本部から派遣する人員数について定める。   
   また、指令の共同運用など連携・協力による業務の集約により人員の効率  
  化が見込まれる場合は、その人員数や現場要員等への配置の見込みについて  
  定める。   
（５）連携・協力に伴う車両、施設等の整備計画   
   連携・協力を行う消防事務に直接関係する車両、施設等の整備計画につい  
  て定める。   
（６）連携・協力に係る費用の見通しと分担方法   
   連携・協力を実施するに当たり必要となる人件費、車両・施設等の整備費、  
  維持管理費等について、総額の見通しと消防本部間での分担方法について定  
  める。なお、これらの費用について、将来的に削減効果が見込まれる場合は  
  その効果について定める。   
  
３ 連携・協力を行う消防事務とそれ以外の消防事務の連携の確保に関する事項   
  連携・協力の実施に当たって、連携・協力を実施していない他の消防事務と  
 の連携を十分に確保しておくことが必要であり、情報の共有・伝達体制の整備  
 方法等、管内の消防事務全体を円滑に実施するために必要となる事項について  
 定める。  
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消防
組織法
(昭和22年

法律第226号)

連携協約 協議会

機関等の共
同設置

(内部組織の
共同設置)

事務委託
事務の代替

執行
職員の派遣

相互応援協
定

第252条の2 第252条の2の
2

第252条の7 第252条の14 第252条の16
の2

第252条の17 第39条第2項

(ア)
指令の共同運用 ○ ○ ○ ○ ○

(イ)
消防用車両の共同
整備

○ ○ ○

(ウ)
境界付近における消
防署所の共同設置

○ ○ ○ ○

(エ)
高度・専門的な違反
処理や特殊な火災原
因調査等の予防業
務における消防の連
携・協力

○ ○ ○ ○

(オ)
専門的な人材育成の
推進

○ ○ ○ ○ ○

(カ)
応援計画の見直し等
による消防力の強化

○

「○」：活用が想定される主な手法

地方自治法(昭和22年法律第67号)

地方自治法及び消防組織法上の連携・協力手法の例

参考資料
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